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 由布市告示第15号 

  令和２年第１回由布市議会定例会を次のとおり招集する 

     令和２年２月19日 

                                由布市長 相馬 尊重 

 １ 期 日  令和２年２月26日水曜日 

 ２ 場 所  由布市議会議事堂 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

佐藤 孝昭君         髙田 龍也君 

坂本 光広君         吉村 益則君 

田中 廣幸君         加藤 裕三君 

平松惠美男君         太田洋一郎君 

加藤 幸雄君         鷲野 弘一君 

長谷川建策君         佐藤 郁夫君 

渕野けさ子君         田中真理子君 

工藤 安雄君         甲斐 裕一君 

佐藤 人已君                

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 

                    なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和２年 第１回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和２年２月26日（水曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                        令和２年２月26日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 市長の施政方針 

 日程第５ 請願について 

 日程第６ 報告第１号 専決処分の報告について 

 日程第７ 報告第２号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第８ 報告第３号 定期監査の結果に関する報告について 

 日程第９ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第10 議案第１号 監査委員の選任について 

 日程第11 議案第２号 財産の無償譲渡について 

 日程第12 議案第３号 財産の貸付について 

 日程第13 議案第４号 由布市新市建設計画の変更について 

 日程第14 議案第５号 第二次由布市総合計画基本計画（後期）の策定について 

 日程第15 議案第６号 由布市陣屋の村自然活用施設条例の廃止について 

 日程第16 議案第７号 由布市市民農園条例の制定について 

 日程第17 議案第８号 由布市歴史民俗資料館条例の制定について 

 日程第18 議案第９号 由布市個人情報保護条例の一部改正について 

 日程第19 議案第10号 由布市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 

 日程第20 議案第11号 由布市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 日程第21 議案第12号 由布市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について 

 日程第22 議案第13号 由布市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について 

 日程第23 議案第14号 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第24 議案第15号 由布市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第16号 由布市印鑑条例の一部改正について 
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 日程第26 議案第17号 由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

 日程第27 議案第18号 由布市高校生等医療費の助成に関する条例の一部改正について 

 日程第28 議案第19号 由布市市営住宅条例の一部改正について 

 日程第29 議案第20号 由布市市営特定公共賃貸住宅条例の一部改正について 

 日程第30 議案第21号 由布市市営雇用促進住宅条例の一部改正について 

 日程第31 議案第22号 由布市水道事業の設置に関する条例等の一部改正について 

 日程第32 議案第23号 由布市監査委員条例の一部改正について 

 日程第33 議案第24号 市道路線（中虎線）の認定について 

 日程第34 議案第25号 市道路線（長野上組北線）の認定について 

 日程第35 議案第26号 市道路線（上大六５号線）の認定について 

 日程第36 議案第27号 市道路線（向原筋甲斐線）の認定について 

 日程第37 議案第28号 大分市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協議

について 

 日程第38 議案第29号 令和元年度由布市一般会計補正予算（第６号） 

 日程第39 議案第30号 令和元年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第40 議案第31号 令和元年度由布市介護保険特別会計補正予算（第５号） 

 日程第41 議案第32号 令和元年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第42 議案第33号 令和元年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第43 議案第34号 令和元年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第44 議案第35号 令和２年度由布市一般会計予算 

 日程第45 議案第36号 令和２年度由布市国民健康保険特別会計予算 

 日程第46 議案第37号 令和２年度由布市介護保険特別会計予算 

 日程第47 議案第38号 令和２年度由布市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第48 議案第39号 令和２年度由布市農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第49 議案第40号 令和２年度由布市水道事業会計予算 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 市長の施政方針 
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 日程第５ 請願について 

 日程第６ 報告第１号 専決処分の報告について 

 日程第７ 報告第２号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第８ 報告第３号 定期監査の結果に関する報告について 

 日程第９ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第10 議案第１号 監査委員の選任について 

 日程第11 議案第２号 財産の無償譲渡について 

 日程第12 議案第３号 財産の貸付について 

 日程第13 議案第４号 由布市新市建設計画の変更について 

 日程第14 議案第５号 第二次由布市総合計画基本計画（後期）の策定について 

 日程第15 議案第６号 由布市陣屋の村自然活用施設条例の廃止について 

 日程第16 議案第７号 由布市市民農園条例の制定について 

 日程第17 議案第８号 由布市歴史民俗資料館条例の制定について 

 日程第18 議案第９号 由布市個人情報保護条例の一部改正について 

 日程第19 議案第10号 由布市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 

 日程第20 議案第11号 由布市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 日程第21 議案第12号 由布市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について 

 日程第22 議案第13号 由布市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について 

 日程第23 議案第14号 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第24 議案第15号 由布市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第16号 由布市印鑑条例の一部改正について 

 日程第26 議案第17号 由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

 日程第27 議案第18号 由布市高校生等医療費の助成に関する条例の一部改正について 

 日程第28 議案第19号 由布市市営住宅条例の一部改正について 

 日程第29 議案第20号 由布市市営特定公共賃貸住宅条例の一部改正について 

 日程第30 議案第21号 由布市市営雇用促進住宅条例の一部改正について 

 日程第31 議案第22号 由布市水道事業の設置に関する条例等の一部改正について 

 日程第32 議案第23号 由布市監査委員条例の一部改正について 

 日程第33 議案第24号 市道路線（中虎線）の認定について 

 日程第34 議案第25号 市道路線（長野上組北線）の認定について 
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 日程第35 議案第26号 市道路線（上大六５号線）の認定について 

 日程第36 議案第27号 市道路線（向原筋甲斐線）の認定について 

 日程第37 議案第28号 大分市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協議

について 

 日程第38 議案第29号 令和元年度由布市一般会計補正予算（第６号） 

 日程第39 議案第30号 令和元年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第40 議案第31号 令和元年度由布市介護保険特別会計補正予算（第５号） 

 日程第41 議案第32号 令和元年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第42 議案第33号 令和元年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第43 議案第34号 令和元年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第44 議案第35号 令和２年度由布市一般会計予算 

 日程第45 議案第36号 令和２年度由布市国民健康保険特別会計予算 

 日程第46 議案第37号 令和２年度由布市介護保険特別会計予算 

 日程第47 議案第38号 令和２年度由布市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第48 議案第39号 令和２年度由布市農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第49 議案第40号 令和２年度由布市水道事業会計予算 

────────────────────────────── 

出席議員（17名） 

１番 佐藤 孝昭君        ２番 髙田 龍也君 

３番 坂本 光広君        ４番 吉村 益則君 

５番 田中 廣幸君        ６番 加藤 裕三君 

７番 平松惠美男君        ８番 太田洋一郎君 

９番 加藤 幸雄君        10番 鷲野 弘一君 

11番 長谷川建策君        12番 佐藤 郁夫君 

13番 渕野けさ子君        14番 田中真理子君 

15番 工藤 安雄君        16番 甲斐 裕一君 

17番 佐藤 人已君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（３名） 

────────────────────────────── 
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事務局出席職員職氏名 

局長 栗嶋 忠英君        書記 一野 英実君 

書記 雨宮 輝明君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 相馬 尊重君   副市長 …………………… 太田 尚人君 

教育長 …………………… 加藤 淳一君   総務課長 ………………… 一尾 和史君 

財政課長 ………………… 馬見塚量治君   総合政策課長 …………… 佐藤 公教君 

市民課長 ………………… 森下 祐治君                       

監査事務局長兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………… 日野 正美君 

会計管理者 ……………… 首藤 康志君   建設課長 ………………… 佐藤  洋君 

農政課長 ………………… 大野 利武君   水道課長 ………………… 佐藤 正秋君 

福祉事務所長兼福祉課長 ………………………………………………………… 佐藤 厚一君 

健康増進課長 …………… 馬見塚美由紀君  子育て支援課長 ………… 小野嘉代子君 

保険課長 ………………… 武田 恭子君   商工観光課長 …………… 溝口 信一君 

挾間振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 大久保隆介君 

庄内振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 生野 浩一君 

湯布院振興局長兼地域振興課長 ………………………………………………… 衛藤 浩文君 

教育次長兼教育総務課長 ………………………………………………………… 衛藤 哲男君 

社会教育課長 …………… 首藤 啓治君   消防長 …………………… 古長 清治君 

代表監査委員 …………… 大塚 裕生君                       

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（佐藤 人已君）  皆さん、おはようございます。最初に申し上げます。ただいま新型コロ

ナウイルスの感染者が多く発生しています。その件で、マスクの着用をこの議場の中でしてもよ

いということを最初に申し上げたいと思います。 

 これより令和２年第１回由布市議会定例会を開会します。 

 ただいまの出席議員数は１７人です。定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を

開きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、関係課長及び代表監査委員の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第１号により行います。 

────────────・────・──────────── 
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日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（佐藤 人已君）  まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、６番、加藤裕三君、７番、平

松惠美男君の２名を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（佐藤 人已君）  次に、日程第２、会期の決定を議題とします。 

 本定例会の会期は、本日から３月２３日までの２７日間としたいと思います。御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から３月２３日ま

での２７日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 

○議長（佐藤 人已君）  次に、日程第３、諸報告を行います。 

 まず、議長報告については、今期定例会開会前までの分をお手元に資料として配付いたしてお

りますので、お目通しをいただき、報告とさせていただきます。 

 次に、市長の行政報告を求めます。市長。 

○市長（相馬 尊重君）  皆様、おはようございます。令和２年第１回定例会の開催に当たりまし

て、議員の皆様方におかれましては、公私ともに大変御多忙の中御出席いただきまして、厚くお

礼を申し上げます。 

 初めに、昨年末より中国を中心に発生した新型コロナウイルス感染症につきまして、国内にお

ける症例発生が連日のように報道されております。由布市といたしましても、市民の皆様の健康

と安全の確保を図るため、本日、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置をいたしました。関

係機関と連携しながら、感染症の拡大防止に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 さて、本定例会において提案いたすことにしております報告３件、諮問１件、議案４０件につ

きましては、どうか慎重な御審議をお願いをいたしますとともに、何とぞ御賛同いただきますよ

うお願いを申し上げます。 

 本日お手元に行政報告をお配りをいたしておりますが、御一読いただきますようお願い申し上

げる次第ですけども、少しお時間をいただきまして、幾つかの項目につきまして御報告を申し上

げます。 
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 まず、１２月２４日には、今回で通算１４回目の実施となります日出生台演習場での米海兵隊

実弾射撃訓練に対し、市民の安全と安心確保のため、本庁舎内に由布市対策本部を開所いたしま

した。 

 また、１２月２６日には、大分県と由布市、九重町、玖珠町でつくる日出生台演習場問題協議

会（四者協）により九州防衛局へ米軍の演習場使用に関する協定や確認書の遵守などを要請し、

さらに、本年２月３日には、演習場周辺自治区である若杉自治区内に現地連絡所を開設し、迅速

な情報の収集・伝達と最大限の安全対策に努めたところでございます。 

 しかしながら、この訓練、午後８時以降の射撃訓練が繰り返されたことを受けまして、２月

１７日に再度九州防衛局へ四者協による協定確認書の遵守を強く要請したところでございます。 

 続いて、１２月２８日には、年末特別夜警を実施していただいております由布市消防団湯布院

方面隊の皆様へ夜間活動に対するお礼を申し上げました。 

 また、本年１月１７日には、湯布院総合運動場にて消防団員の士気の高揚と資質の向上を目的

とした由布市消防団特別点検を実施いたしました。改めまして、由布市消防団の皆様方には、昼

夜を分かたず消防・防災活動に御尽力をいただいておりますことに、心から敬意と感謝の意を表

する次第でございます。 

 ２月１１日には、２０２０健康立市推進記念講演会を開催し、和歌山大学の本山貢先生より

「由布市民の力で地域に根付いた健康長寿社会の実現をめざそう！」と題しまして御講演をいた

だき、健康なまちづくりの方向性について御教示いただいたところでございます。 

 次に、５,０００万円以上の工事請負契約につきましては、行政報告に記載しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上、報告いたします。 

○議長（佐藤 人已君）  市長の行政報告が終わりました。 

 次に、由布大分環境衛生組合議会の報告をお願いします。由布大分環境衛生組合議長、長谷川

建策君。 

○由布大分環境衛生組合議会議長（長谷川建策君）  皆さん、おはようございます。由布大分環境

衛生組合議会議長の長谷川建策です。令和２年第１回由布大分環境衛生組合議会定例会が開催さ

れましたので、その概要について御報告をいたします。 

 令和２年第１回議会定例会が２月１８日午前１０時半から開催されました。会期は当日１日限

りとし、議事事件として、報告１件、議案２件が上程されました。 

 審査結果でございますが、報告第１号、監査委員の定期監査報告についてであります。代表監

査委員の大塚裕生氏から、定期監査を令和２年１月１５日の１日間、甲斐監査委員と２名で監査

を実施したことの報告がありました。 
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 監査の意見として、関係諸帳簿は適切に整備、もしくは管理され、問題ないと報告がありまし

た。 

 また、今回の消費税の増に対して、ごみ袋の店頭価格を変更していないことに当たり、県内外

の市町村等の状況を把握し、検討協議する必要があるとの、さらに次年度末の解散に向け、財産

分与等の観点かから価値評価を不動産鑑定業者に委託していると伺うが、由布市と大分市と十分

に協議し、今後とも両市の円満な関係をお願いしたいとの監査報告がなされました。 

 次に、議案第１号、令和元年度由布大分環境衛生組合一般会計補正予算（第２号）について、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ１,２００万円を減額し、歳入歳出予算の総額を５億６７７万

８,０００円と定めるものである。歳入は予算の見直しによる由布市・大分市の清掃費負担金の

減額が主なものであります。 

 歳出の補正は、し尿処理施設の機械点検整備にかかる業務委託費の見直しや、委託料の入札減

による委託費等の減額が主なものであります。 

 慎重審議の結果、全員の賛成で可決されました。 

 最後に、議案第２号、令和２年度由布大分環境衛生組合一般会計予算についてであります。 

 令和２年度歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億７,９２２万１,０００円にするもの

であります。前年度対比では、約５.２％の２,６１８万４,０００円の減額予算となっています。 

 歳入の主なものは、由布市・大分市からの清掃費負担金とごみ収集手数料であります。 

 歳出では、衛生費、し尿処理費のし尿処理施設の整備委託料の減額などが主なものであります。 

 慎重審議の結果、全員の賛成で可決しました。 

 詳細につきましては、資料として事項別明細を添付していますので、御一読願いたいと思いま

す。 

 以上で、令和２年第１回由布大分環境衛生組合議会定例会の報告を終わります。よろしくお願

いいたします。 

○議長（佐藤 人已君）  由布大分環境衛生組合議会の報告が終わりました。 

 次に、広域連合議会の報告をお願いします。大分県後期高齢者医療広域連合議会議員、太田洋

一郎君。 

○大分県後期高齢者医療広域連合議会議員（太田洋一郎君）  おはようございます。大分県後期高

齢者医療連合議会の太田です。令和２年度大分県後期高齢者医療広域連合会第１回定例会につい

て報告させていただきます。 

 会議結果でございます。 

 会議名、令和２年度大分県後期高齢者医療広域連合議会第１回定例会。日時、令和２年２月

１３日木曜日午後１時３０分より。会期、１日間とします。場所、大分市大分県医師会館６階会



- 10 - 

議室。出席状況、出席２６名、定数２６名です。 

 会議日程、議事日程でございます。 

 令和２年度大分県後期高齢者医療広域連合一般会計予算について、歳入歳出予算の総額は、歳

入歳出それぞれ９億２５８万４,０００円と定めるもの。その主な内容は、歳入では分担金及び

負担金に構成市町村からの事務費負担金を８億３,７３７万４,０００円、繰入金に財政調整基金

繰入金を６,５０８万２,０００円繰り入れるもの。歳出では、総務費に２億５,２１８万

６,０００円、民生費に特別会計事務費繰出金として６億４,４２３万７,０００円とするもの。

賛成多数で決定。 

 議案第２号、令和２年度大分県後期高齢者医療広域連合特別会計予算について、歳入歳出予算

の総額は、歳入歳出それぞれ１,９５９億５,８００万円と定めるもの。 

 その内容は、歳入では、市町村支出金を３０６億６,２４０万８,０００円、国庫支出金を

６７２億３,９４３万４,０００円、支払基金交付金を７７６億６,８２６万５,０００円とするも

の。 

 歳出では、保険給付費の医療諸費に１,８５０億４,５３８万１,０００円、高額療養諸費に

８４億５８９万９,０００円、その他、医療給付費に２億２,２３２万円とするもの。賛成多数で

決定。 

 議案第３号、大分県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の制定について、地方公務員法の改正にあわせ、条例を制定するもの。賛成多数で決定。 

 議案第４号、大分県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例の全部改正について、

会計年度任用職員に関する条例制定に合わせ、広域連合職員の勤務状況を事務所所在地の大分市

職員とそろえるため関係条例の全部改正を行うもの。賛成多数で決定。 

 なお、議案第１１号までは、同じ内容でございますので、議案名と結果だけ御報告させていた

だきます。 

 議案第５号、大分県後期高齢者医療連合職員の再任用に関する条例の全部改正について、これ

も賛成多数で決定いたしております。 

 議案第６号、大分県後期高齢者医療連合職員の給与に関する条例の全部改正についてでござい

ます。こちらも条例の全部改正を行うものでございまして、賛成多数で決定となりました。 

 議案第７号、大分県後期高齢者医療連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の全部改正につ

いて、こちらも賛成多数で決定しております。 

 議案第８号、大分県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業に関する条例の全部改正について、

こちらも賛成多数で決定しております。 

 議案第９号、大分県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例の全部改正について、こ
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ちらも賛成多数で決定しております。 

 議案第１０号、大分県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条

例の全部改正について、こちらも賛成多数で決定しております。 

 議案第１１号、大分県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒に関する手続き及び効果に関する条

例の全部改正について、こちらも賛成多数で決定しております。 

 議案第１２号、大分県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正につい

て、令和２年度及び令和３年度の保険料の所得割率及び均等割額を定める改正を行い、施行令の

改正にあわせ、保険料の賦課限度額を改正し、低所得者に対する保険料の軽減措置について、

５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準の改正を行うもの。賛成多数で決定。 

 陳情１件でございます。７５歳以上の医療費窓口負担２割化に反対する陳情、保険料は改定の

たびに上昇傾向の一方、低所得者の軽減措置は次々と撤廃されている。負担に耐えられず保険料

を滞納する７５歳以上は、年間２０万人に達し、滞納を理由に財産を差し押さえられた人も増加

の一途をたどっている。よって、７５歳以上の医療費窓口負担２割化の導入を行わないよう国に

申し入れることを要望する陳情。 

 こちらは、議会運営委員会に付託されましたが、委員会の報告では、国に申し入れる要望等は

各自治体や県が行うべきで広域連合で行うことではないという旨の報告後、採決の結果、賛成少

数で不採択となりました。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 人已君）  広域連合議会の報告が終わりました。 

 次に、閉会中の委員会の調査研修結果について報告を求めます。産業建設常任委員長、太田洋

一郎君。 

○産業建設常任委員長（太田洋一郎君）  産業建設常任委員会委員長の太田です。常任委員会視察

研修の調査報告書を発表させていただきます。 

 本委員会は、所管事項のうち、次の事件について調査研修を行ったので、その結果を下記のと

おり、会議規則第１１０条の規定により報告いたします。 

 日時、令和２年１月２１日火曜日から１月２２日水曜日。視察先、熊本県熊本市。視察内容で

ございますが、ラグビーワールドカップ前後における観光に対する施策及び誘客について、これ

は熊本県庁の国際課からお話を伺いました。 

 熊本市におけるごみ処理について、大分市西部環境工場を視察させていただきました。参加議

員ですが、記載のとおりでございます。視察結果でございますが、熊本県及び熊本市の概要御一

読くださいませ。 

 視察の内容、ラグビーワールドカップ前後における観光に対する施設及び誘客についてでござ
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いますが、こちらは、大分県もラグビーワールドカップを誘致いたしまして、多くの方々がお見

えになりました。特に欧米系の方がお見えになりましたが、そちらの欧米系の方々、インバウン

ドの方々をどうこれからつなぎとめていくか、そしてまた、どう、またリピーターとして来てい

ただくかというところでの視察内容でございます。 

 成果と活用について御報告させていただきます。欧米豪から多くの観光客のために、ラグビー

ワールドカップ開催期間中にあわせ、居合道や茶道体験、阿蘇でのグルメやトレッキング体験等

ができるよう、県内３エリア、４コースの日帰り着地型体験プログラムを準備されていました。

所要時間が、どのコースも大体６時間から１０時間というところで長く、体験者が想定より少な

かったということも御報告ありました。もっともっとコンパクトな体験をするコースがいいとい

うことで熊本らしさを感じる体験がしたかった等の意見、反省点があったとの説明もございまし

た。 

 担当者より、「欧米豪のお客様は、事体験が非常に喜ばれる。例えばシイタケのこま打ち体験

であったり収穫であったり、我々が気がつかないような日常的なことがすごく喜ばれた」という

ふうな御報告もありました。目から鱗の気づきが必要であるということを再認識することができ

ました。まず、身の回りの日常を気づき点検することで、新たな観光資源の掘り起こしができる

というふうにも考えました。由布市でも、早急に地域の魅力度アップの気づき体験ができるよう

な企画を、今後、欧米系の来訪者を取り込むためには必要だというふうなことを感じました。 

 また、情報発信が明暗を分けるということも痛感し、ブロガーやＹｏｕＴｕｂｅの発信力と発

進したくなるような素材の発掘が重要というふうに認識をしております。 

 また、最後でございますが、今後、観光施策を強化する上で、由布市から大分県サイドに随時

情報を渡し、理解と認識をしっかりとしていただくようなアプローチが必要になるというふうに

感じました。そして、さまざまな支援メニューのアドバイスが可能になるのではないかというふ

うな御指摘もいただきました。各自治体の現場からの声を待っているのではだめですよというふ

うな指摘をされ、認識している、理解しているだろうということはだめですよというふうなこと

も国際課の職員の方に教わりました。今後、由布市の観光施策を進めるためのヒントがたくさん

あったように感じました。そういった研修でございました。 

 次に、熊本市西部環境工場の「熊本市におけるごみ処理について」でございます。これ皆さん

も御存じのように６市で、今新たなごみ処理施設建設が計画されておりますが、それの少しでも

役に立てばということで体験をさせていただきました。視察をさせていただきました。 

 視察の成果と活用でございます。これは、施設のＰＦＩに準じて、公設民営方式、ＤＢＯ方式

を採用されておりました。建設運営しているということで、その民間がしているということでご

ざいます。その事業に至る経緯や地域住民の理解を得る努力など、稼働までにはさまざまな対応
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が大変参考になりました。最新技術を活用して、焼却処理を間近で拝見し、施設内臭気──にお

いでございますが、そういったことや利用者の配慮もされておりました。 

 また、体験できるような多彩な環境学習機能施設となっており、小学校の社会見学にも利用さ

れるということでございました。市民にわかりやすく説明と理解ができていて、今後の市のごみ

行政の議論をする上では、非常に価値のあるというふうなものを感じました。 

 また、西部環境工場の可燃物焼却処理により発電した電力によって施設内の電力を補い、余り

の電力は、西区役所や温泉施設へ利用するほか、電力会社に売電、お湯は施設内の足湯や温泉施

設で利用することが確認されております。委員会としても今後の参考となりました。 

 由布市のごみ処理事業においては、近隣６市町村で運営をしている衛生組合の焼却場の建てか

えが大きな問題になって、課題になっておりますが、議論の一助とするべく、熊本市西部環境工

場の取り組みを、ぜひ参考にしていただきたいというふうに思っております。 

 最後に、ごみ処理施設の施設内は、いまだに駐車場が波を打っているような状況で、熊本大分

地震の爪跡がまだまだ残っているというふうにも感じております。そしてまた、復興への力強い

取り組みを、一日も早くなして届けていただけるよう強くお祈りをして、結果として御報告させ

ていただきます。 

○議長（佐藤 人已君）  以上で、閉会中の委員会の調査研修報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．市長の施政方針 

○議長（佐藤 人已君）  次に、日程第４、市長の施政方針をお願いします。市長。 

○市長（相馬 尊重君）  令和２年、市議会第１回定例会の開催に当たり、令和２年度の予算案を

初め、重要な案件の御審議をお願いするこの機会に、私が市政に臨む基本的な考え方や方針につ

いて申し上げます。 

 市民皆様からの温かい御支援と御信任をいただき、これまで市政運営を担ってまいりましたが、

令和２年度は、成長、発展期とも言える３年目を迎えることとなります。 

 これまで、公平公正を第一義として、「安全安心で快適なまち」、「人を育むまち」、「医療

福祉のまち」、「産業振興のまち」、そして「持続可能な行政運営」を念頭に、着実に歩みを進

めることができたのは、市民の皆様を初め、市議会議員の皆様の御理解と御支援のたまものであ

り、心から感謝を申し上げる次第です。 

 さて、本年は、東京オリンピック、パラリンピックが開催されますけども、市制施行１５周年

を迎える由布市にとりましても、人口減少・少子高齢化といった先行きの不安定な社会情勢が続

く中、「総合計画重点プラン」、「総合戦略」を新たに策定し、新しい時代、新たなフェーズに

向けて再スタートをする大変重要な年であると認識をいたしております。 
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 また、「新市建設計画」や「過疎・辺地計画」といった各種の計画が最終年度を迎え、加えて、

普通交付税の合併算定がえから一本算定への変更、会計年度任用職員への移行等、さまざまな分

野で変化の多い年度でもございます。 

 こうした時代や社会の変革に柔軟に対応するとともに、未来になお輝き続ける由布市の将来や

課題を見据えて、全力を挙げて市政の運営に邁進していく所存でございます。 

 市長就任以来、私の市政運営に対する基本としております５つの思いにより、令和２年度に向

けまして、基本的な考え方や政治姿勢、取り組む事業などについて述べさせていただきます。 

 初めに、「安全安心で快適なまちづくり」についてです。 

 由布市では、震度６弱の被害が想定されております南海トラフ地震は、きょう、あすにも起こ

る可能性を秘めており、また、熊本大分地震を初め、これまで甚大な被害をもたらした台風や豪

雨といった幾多の災害を通じて、人と人とのつながりの大切さと不断の備えの重要さをさらに強

く認識いたしております。 

 昨年は、地域防災計画や国民保護計画の見直し、また水防計画の策定を行ったほか、洪水ハ

ザードマップの作成・配布など、災害時の体制整備や災害リスクの周知及び避難行動の促進を図

ったところです。 

 令和２年度には、さらにリニューアルした防災の手引きの全戸配布にあわせて、土砂災害ハ

ザードマップの作成、配布を予定しており、避難所や避難誘導の環境整備を図るとともに、国土

強靭化計画の策定にも着手をいたします。 

 また、防災情報の複合化・多重化を目指して、防災無線にかわる新たな防災情報告知システム

の構築に向けて取り組んでまいります。 

 さらに、地域での自主防災活動を進めるため、防災士の育成やスキルアップ、自主防災組織の

設立を推進するとともに、消防団員の装備充実を図ることで地域防災力の向上を目指してまいり

ます。 

 本年明けより世界に蔓延している新型コロナウイルスの脅威も、なお予断を許さない状況でご

ざいますが、本日、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しました。万全の態勢で今後取り

組みを進めてまいりたいと考えております。今後におきましても、関係機関と強固なネットワー

クによる安全安心なまちづくりを形成し、市民の皆様とともに防災に関する多種多様な取り組み

を展開してまいりたいと考えております。 

 公共交通につきましては、団塊の世代が７５歳以上となる５年後を見据え、交通不便地域、交

通空白地域における市民の移動手段の確保と持続可能な公共交通の確立を目指すため、由布市地

域公共交通再編実施計画にのっとり、由布市に真に必要な公共交通のあり方を探り、強力に実施

していける体制づくりとさまざまな見直しに着手してまいりたいと思っております。 
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 また、道路の改良や補修について、公共事業整備優先順位基準並びに審査会の設置要綱を作成

し、自治区等からの要望を的確に検討できるシステムを構築いたします。 

 命の源ともいえる水道事業につきましては、安全で安定的な供給に努めておりますけども、管

の老朽化対策や人口減少等による料金収入の減少などにより、厳しい経営状況となっております。

昨年度策定いたしました由布市水道ビジョンに沿いながら経営方針を定めてまいりたいと思って

おります。 

 由布大分環境衛生センター（し尿処理施設）につきましては、循環型社会の形成に資する施設

として運用してまいりましたけども、老朽化に加え、処理の効率性が低くなりましたことからリ

ニューアルを行うこととしており、汚泥再生処理センター整備基本計画に基づき、令和２年度よ

り改修工事に着手し、令和５年度からの稼働を目指してまいりたいと思っております。 

 これからも市民の生命を守り、安心して暮らせる環境整備に取り組むことにより、強く、しな

やかな地域づくりを進めてまいりたいと考えております。 

 次に、「人を育むまちづくり」です。 

 幼児期の保育・教育は、人間形成の基礎を養い、子どもたちの将来に影響を与える、極めて重

要なものでございます。各地域でのファミリーサポートセンターの開設や、保育園施設の整備支

援を行うことなどにより、これまで以上に質の高い保育サービスの提供を目指し、民間の力を活

用しながら新たな保育環境を構築してまいります。 

 教育分野の総合計画ともいえる教育振興基本計画（ＧＥＮＫＩビジョン）は、令和元年度より

第２期に入りました。子どもたちの教育支援体制のため、指導主事の確保とスクールソーシャル

ワーカーの常勤化を実現させたところですけども、さらに心の支援体制の充実を図るとともに、

登校できない児童生徒が心の安定を図りながら学校復帰を目指す支援のための適応指導教室の整

備といった対応、体制を、より充実させてまいります。 

 また、学力向上を図り、少人数指導や個別指導を行うための臨時講師や、幼稚園での預かり保

育士、支援員の配置を優先的に行ってまいりましたが、令和２年度もその確保について、引き続

き力を入れてまいります。 

 なお、学校施設につきましては、必要な耐震化や空調設備の整備をほぼ終えることができまし

た。今後も、各教室でのＷｉ─Ｆｉ環境の整備やトイレの洋式化といった施設改修とともに、教

育備品や教材の完備など、教育環境の整備に努めてまいります。 

 社会教育におきましては、新たな公民館が併設される湯布院複合施設の本格的な建築に着手い

たしております。挾間、庄内、湯布院、各地域の皆様の生涯学習活動を支えるため、必要な備品

や図書など順次整備をしてまいりたいと考えております。 

 現在、各地域で学習やスポーツ、芸術や伝統芸能など地域教育活動を展開していただいており、
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また未来を担う大切な子どもたちを地域力で育んでいく土壌が培われています。由布市にとって

一番大切な財産であります人づくりのため、今後とも行政、地域、学校、家庭が一体となった取

り組みを進めてまいります。 

 次に、「医療、福祉のまちづくり」です。 

 現在、健康寿命日本一を目指すことを旗印に、健康立市施策を進めておりますけども、健康へ

の動機づけとして定着しつつある健康マイレージ事業を初め、気軽に健康づくりに取り組むこと

ができる講座や教室などの事業を展開して、全ての市民が生涯元気に暮らし続けることができる

よう、健康施策を進めてまいります。 

 子育て応援日本一のまちづくりを目指し、子育て世帯を力強く支援するために始めました高校

生までの医療費無償化制度が３年目を迎えます。また、保育の受け皿の確保となる待機児童解消

への取り組みも徐々に成果が表れてきております。 

 さらに安心して出産、子育てができる環境づくりのため、妊産婦や乳幼児の実情を把握すると

ともに、各種相談、関係機関の連絡調整、支援プランの策定を行うなど、母子保健施策と子育て

支援施策との一体的な提供を行う子育て世代支援包括支援センターを設置いたしたいと考えてお

ります。 

 加えて、産後の不安解消のため、県内の産婦人科での宿泊やデイサービスが受けられる体制を

構築するなど、産後ケア事業を実施したいと考えております。 

 そして、なお社会問題の一つである子どもに対する虐待への新たな対応として、一般的な相談

から通所・在宅支援といった、より専門的な相談体制や継続的なソーシャルワーク業務まで行う

機能を有する子ども家庭総合支援拠点づくりについて、その体制の確立に取り組みたいと考えて

おります。 

 令和２年度より高齢者のための行政サービスの向上を図るため、高齢者支援課を新設いたしま

す。特色ある介護予防活動や支援を必要とする高齢者の方々に対し、地域が一体となった支え合

い活動の推進を図るなど、高齢者が生きがいに満ち、生涯活躍できる地域社会の実現に向けた取

り組みを一層進めてまいりたいと考えております。 

 あわせまして、来庁された市民の方が戸惑うことなく、また必要以上に庁舎内を移動せずに済

むよう、庄内庁舎の市民課内に総合窓口を設置いたします。 

 今後とも、障がいを持つ方やひとり親家庭、生活困窮といったさまざまな理由により日々の生

活に何らかの支障を抱える方々に対しての支援はもちろん、地域で見守り支え合う相互扶助の体

制づくりを着実に進め、皆様が少しでも多く幸せを感じられる地域社会づくりを目指してまいり

ます。 

 次に、「産業振興のまちづくり」です。 
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 一昨年オープンしました由布市ツーリストインフォメーションセンターですけども、観光情報

発信機能と発進内容の充実、情報の拡充を戦略的に進めており、由布院の名所の一つとして認知

されてまいりました。今後も安定的な運営を図るとともに、世界に冠たる由布市の観光資源を国

内外に発信し、心と体を癒し、感動を提供する滞在・循環型保養温泉地づくりを目指してまいり

ます。 

 観光施設の整備につきましては、災害により入峡できなくなっておりました由布川峡谷の降り

口、また狭霧台第２展望所散策道が、いよいよ完成する年度となります。湯布院地域を初め、男

池、由布川峡谷などを結ぶ、由布市内周遊の重要なポイントとなると思っております。 

 訪日外国人観光客については、これまで行ってきたプロモーション事業などにより、さらなる

増加を期待しているところですけども、外国人の訪日旅行に限らず、国内メディアに対しまして

も、ＳＮＳ等を初め、さまざまな方法で観光情報の広報、発進により、全国からの誘客活動を展

開していきたいと考えております。 

 地域で頑張る企業を支援したいという思いで始めました由布市異業種交流会につきましては、

おかげさまで好評を博しており、さらに令和２年度より農業生産者の方も含めた異業種間での交

流、活性化を進める取り組みについて、支援をしてまいりたいと思っております。 

 市内の企業や事業者間の交流、協力、さらなる連携を図るとともに、由布市内で起業すること

を希望する方への創業支援を推進するなど、産業振興施策をより進化させていきたいと思ってお

ります。 

 あわせまして、由布市における安定した雇用創出のため、外国人材の登用を含めて、就労者の

環境整備や人材の確保、育成について対策を進めてまいりたいと考えております。 

 豊かな自然とさまざまな農産物に恵まれた由布市にあって、農林業は大変重要な産業であり、

活力ある園芸産地の拡大や優秀な種雄牛を送り出す「おおいた和牛」の生産性の向上、集落営農

の推進、農業基盤の整備など、各種事業の推進に鋭意務めているところです。 

 生産者の方々を悩ませている有害鳥獣対策につきましては、事業費の増額を図り、被害を最小

限に抑えてまいりたいと思っております。 

 また、遊休農地の増などにより農地が減少している現状を踏まえて、農地集積化のため、農地

中間管理機構や農地バンク、人・農地プランといった制度の活用をさらに図り、新規就農者や女

性就農者といった後継者の育成にも力を入れてまいりたいと考えております。 

 これまで重要な施策として取り組んでまいりました特産品のＰＲとグリーンツーリズムの推進

については、令和２年度より市民、行政、企業が一体となった法人組織を設立することとなりま

す。戦略的に運営、また発展することとなりました。 

 由布市といたしましても、地域おこし協力隊員の配置など支援体制を講じておりますけども、
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農と観光の連携、地域資源の活用、地域経済の発展など、将来的には地域創生の鍵を握るものと

思っております。 

 加えて、令和２年度より農林整備課を新設し、農林業施策におけるハード、ソフト両面のさら

なる充実を図ってまいりたいと考えております。 

 最後に、「未来へ、持続可能な行政運営」についてです。 

 令和２年度の予算編成におきましては、令和という新たな時代を担う子どもたちに魅力ある由

布市を引き継ぐため、限られた財源をさらに有効に機能させつつ、持続可能な行財政運営の推進

を第一義として取り組みました。昨今の異常気象等による頻発、甚大化する災害に対応すべく、

また市財政の基盤ともいえる財政調整基金の取り崩しを極力抑え、健全な予算編成を図るため、

施策の優先順位を洗い直すとともに、無駄を徹底して排除し、従前の予算全てにおいて大胆な見

直しを行ったところです。 

 極めて厳しい予算編成となりましたが、引き続き地域発展予算枠を設け、真に市民の皆様の福

祉向上につながるものについては、選択と集中により効率化を図り、その財源を確保いたしたと

ころです。 

 急速な進行を見せる人口減少・少子高齢化は、今や国難ともされ、その対応は最重要課題とな

っており、特に出生数の減少による影響が大きく、由布市においても同様の状況にございます。

こうした状況は容易には解決できないものでありますけども、協働のまちづくりの精神をうたっ

た住民自治基本条例のもと、市民、議会、行政、そして事業者、団体等が力を合わせて、持続的

に発展し、夢ある由布市となるよう今後もまちづくりを進めていく必要があると考えております。 

 令和元年度に見直しました地方創生のための新たな総合戦略プランにより、従前に増して、移

住・定住施策の展開を図るとともに、住みたくなるまち、子育て応援日本一のまちづくりに向け

て、一意専心に努めてまいりたいと考えております。 

 また、未来に不安を覚えることとして、由布市が所有する２３４の公共施設のマネージメント

が挙げられます。施設には、築３０年を経過するものが多くあり、今後、大規模な修繕や建てか

えが必要となります。施設の更新に当たっては、公共施設等総合管理計画・個別施策計画に基づ

き、長期的な視点のもと、市民皆様が公共施設を有益に活用されるよう、財政負担の軽減や平準

化を図りながら、引き続き検討を進めてまいります。 

 また、私は就任以来、職員に対しまして、市民の皆様との距離感を少しでも縮めるよう伝えて

まいりました。住みよさと生きがいを実感できる地域社会を築くため、地域における市職員の果

たす役割は、ますます重要となります。市民皆様から何を求められ、何を望まれているか、的確

に理解し、正しく行動に移すことができるよう、これまで以上に研修を重ね、自律し、信頼され

る職員の育成に力を注いでまいりたいと考えております。 
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 終わりに、私は生まれ育ったこの由布市で、長く地方自治に携わりながら、市民の皆様の暮ら

しを見詰め、さまざまな活動に身を投じてまいりました。その中で、多くのことを学び、感じ、

ふるさとへの愛着とともに、由布市の未来、発展に対して、さらなる強い思いと責任を感じてお

ります。その揺るぎない思いを胸に、人口減少や少子高齢化といった解決困難な社会問題のみな

らず、新たな懸案事項、地域における諸課題に対しまして、勇気と気概を持って立ち向かってま

いりたいと思っております。 

 しかし、まちづくりの主役は、市民の皆様お一人お一人です。今後とも私の確固たる信念であ

ります公平・公正な行政運営を胸に刻み、第二次総合計画の基本理念であります「連携」と「協

働」、「創造」と「循環」を念頭に、市民の皆様、議員の皆様、そして職員と手を携え、個々の

力を合わせ、「地域自治を大切にした住み良さ日本一のまち “由布市”」の実現に向けて邁進

してまいります。 

 以上、これまでの取り組みと現在の思いを述べさせていただきました。議員の皆様初め、市民

の皆様には、さらなる御支援と御指導、そして由布市があるべき未来の姿に向けた思いや建設的

な御意見をぜひ賜りますようお願いを申し上げまして、令和２年度の市政に臨む上での所信表明

とさせていただきます。 

○議長（佐藤 人已君）  市長の施政方針が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．請願について 

○議長（佐藤 人已君）  次に、日程第５、請願についてを議題とします。 

 議会事務局長に請願の朗読を求めます。議会事務局長。 

○事務局長（栗嶋 忠英君）  事務局長です。それでは、配付の請願文書表により朗読いたします。 

 なお、今回、陳情はございません。 

 朗読に際しまして、請願者、紹介議員の氏名につきましては、敬称を略させていただきます。

また、付託委員会名は省略させていただきます。 

 では、請願を読み上げます。 

 受理番号８、件名、市道認定に関する請願について、請願者、東石松１、自治委員後藤正人、

東石松３、自治委員加来貞文、紹介議員、髙田龍也、吉村益則、加藤裕三、加藤幸雄、長谷川建

策。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 人已君）  ただいまの請願１件については、会議規則第１４１条の規定により、お

手元に配付の請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 
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日程第３５．議案第２６号 

日程第３６．議案第２７号 

日程第３７．議案第２８号 
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日程第３８．議案第２９号 

日程第３９．議案第３０号 

日程第４０．議案第３１号 

日程第４１．議案第３２号 

日程第４２．議案第３３号 

日程第４３．議案第３４号 

日程第４４．議案第３５号 

日程第４５．議案第３６号 

日程第４６．議案第３７号 

日程第４７．議案第３８号 

日程第４８．議案第３９号 

日程第４９．議案第４０号 

○議長（佐藤 人已君）  次に、本定例会に提出されました日程第６、報告第１号から、日程第８、

報告第３号までの報告３件、日程第９、諮問第１号の諮問１件、日程第１０、議案第１号から日

程第４９、議案第４０号までの議案４０件について、一括上程します。 

 市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（相馬 尊重君）  それでは、上程されました議案について、一括して提案理由を説明いた

します。 

 本定例会で審議をお願いいたします案件は、報告３件、諮問１件、議案４０件でございます。 

 まず、報告第１号、専決処分の報告については、市道の管理瑕疵により損害を与えたことによ

る和解及び損害賠償を、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したことについて、

同条第２項の規定により報告するものでございます。 

 報告第２号、例月出納検査の結果に関する報告について及び報告第３号、定期監査の結果に関

する報告については、監査委員より報告となりますので、代表監査委員より報告をいたします。 

 諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、現在、人権擁護委員で

ある河野隆義氏が、令和２年６月３０日をもって３年の任期が満了いたしますことから、阿部好

江氏を新たに推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、委員の推薦について

議会の意見を求めるものでございます。 

 議案第１号、監査委員の選任については、代表監査委員である大塚裕生氏の任期が、令和２年

３月３１日をもって満了いたしますことから、引き続き大塚裕生氏を選任いたしたく、地方自治

法第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 議案第２号、財産の無償譲渡については、議案第６号に伴うもので、由布市陣屋の村自然活用
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施設の一部を除き、建物無償で譲渡することについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定

により議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第３号、財産の貸付についてにつきましても、議案第６号に伴うもので、由布市陣屋の村

自然活用施設の敷地の一部を除き、土地を貸し付けることについて、地方自治法第９６条第１項

第６号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第４号、由布市新市建設計画の変更については、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地

方債の特例に関する法律の一部を改正する法律の公布により、合併特例債を起債することができ

る期間が延長されたことに伴い、新市建設計画の期間を延長をするものでございます。 

 議案第５号、第二次由布市総合計画基本計画（後期）の策定については、現在の社会情勢や事

業の進捗状況、また、国県における新たな戦略の策定を受けまして１年前倒しとなりますけども、

今後の市の総合的かつ計画的な行政運営を図るため、後期基本計画を策定し、由布市議会の議決

事件に関する条例第２条第２号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第６号、由布市陣屋の村自然活用施設条例の廃止については、由布市陣屋の村自然活用施

設を譲渡するため、本条例の廃止について、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議

会の議決を求めるものでございます。 

 議案第７号、由布市市民農園条例の制定について及び議案第８号、由布市歴史民俗資料館条例

の制定については、議案第６号の由布市陣屋の村自然活用施設条例の廃止に伴い、当該条例第

２条にあります陣屋の村ふれあい農園については市民農園として、歴史資料館については市民の

ための歴史民俗資料館として、地方自治法第２４４条の２第１項の規定により、由布市で管理運

営するための設置条例を定めるものでございます。 

 議案第９号、由布市個人情報保護条例の一部改正については、行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律の改正に伴い、要配慮個人情報の定義や、他の地方公共団体等の実施機関への

オンライン結合、情報提供等について定めるものでございます。 

 議案第１０号、由布市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正については、地方公務員法の

改正に伴い、会計年度任用職員の服務の宣誓について定めるものでございます。 

 議案第１１号、由布市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については、正規の勤

務時間以外の時間における断続的勤務以外の勤務をすることを命ずることができる時間数の上限

について定めるものでございます。 

 議案第１２号、由布市特別職の職員で非常勤のものの報酬、及び費用弁償に関する条例の一部

改正については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に準じまして、選挙長等の報

酬額を見直すものでございます。 

 議案第１３号、由布長等の給与の特例に関する条例の一部改正については、市の現在の財政状
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況を鑑み、本年４月から来年３月までの間、市長、副市長、教育長の給料月額について、３％の

減額措置を行うものでございます。 

 議案第１４号、由布市職員の給与に関する条例の一部改正については、職員の勤務を分類する

基準となる等級別基準職務表を改正するものでございます。 

 議案第１５号、由布市職員の給与の特例に関する条例の一部改正については、議案第１３号と

同様の理由により、職員におきましても、本年４月から来年３月までの間、給料月額について、

７級在職者は２％、６級以下は１％の減額措置を行うものでございます。 

 議案第１６号、由布市印鑑条例の一部改正については、成年被後見人等の権利の制限に係る措

置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、本条例を改正するもので

ございます。 

 議案第１７号、由布市放課後児童健全育成事業の設備、及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正については、放課後児童健全育成事業の整備、及び運営に関する基準の改正に伴い、本

条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第１８号、由布市高校生等医療費の助成に関する条例の一部改正については、現在の高校

生等医療費助成事業の実施状況を勘案して、助成対象者の要件を見直すものでございます。 

 議案第１９号、由布市市営住宅条例の一部改正について及び議案第２０号、由布市市営特定公

共賃貸住宅条例の一部改正について、さらに、議案第２１号、由布市市営雇用促進住宅条例の一

部改正についての３つの議案につきましては、公営住宅法の改正に伴い、市営住宅を取り巻く最

近の状況等を踏まえ、入居要件の見直し等を行い、また、民法の一部改正に伴う所要の規定の整

備を図るものでございます。 

 議案第２２号、由布市水道事業の設置に関する条例等の一部改正については、地方自治法の改

正及び由布市水道事業における給水人口等の推計値の確定に伴い、所要の改正を行うものでござ

います。 

 議案第２３号、由布市監査委員条例の一部改正については、地方自治法の改正に伴いまして、

本条例の整備を行うものでございます。 

 議案第２４号から議案第２７号につきましては、市道路線の認定に関する議案でございます。 

 議案第２４号、市道路線中虎線の認定について及び議案第２５号、市道路線長野上組北線の認

定については、請願採択による市道路線の認定を行うものでございます。 

 議案第２６号、市道路線上大六５号線の認定について及び議案第２７号、市道路線向原筋甲斐

線の認定については、寄附によります市道路線の認定をお願いするものでございます。 

 議案第２８号、大分市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協議について

は、大分都市広域圏において検討されてきました圏域内での公共施設の相互利用システムについ
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て、新たに追加提案があった大分市の公の施設の一部を、由布市ほか５市１町の住民の利用に供

したく、地方自治法第２４４条の３第２項の規定に基づく協議について、議会の議決を求めるも

のでございます。 

 議案第２９号、令和元年度由布市一般会計補正予算（第６号）については、歳入歳出の総額か

ら、それぞれ３億２,９８７万５,０００円を減額し、予算総額を１８３億７,４５３万

４,０００円にお願いするものでございます。 

 今回の補正は、入札残や事業費の確定に伴う減額が主なものでございます。新たに文部科学省

のＧＩＧＡスクール構想による小中学校のネットワーク環境整備費を計上いたしております。 

 議案第３０号、令和元年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出予算

から、それぞれ３,５７５万４,０００円を減額し、予算総額を４１億９,９９４万円にお願いす

るものでございます。 

 歳入では、保険税及び県支出金の減額、歳出では保険給付費及び保健事業費の減額が主なもの

でございます。 

 議案第３１号、令和元年度由布市介護保険特別会計補正予算（第５号）は、歳入歳出予算から、

それぞれ２億１,５６５万９,０００円を減額し、予算総額を４２億２,４７４万９,０００円にお

願いするものでございます。 

 歳入では、介護保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、繰入金を減額し、歳出では、

総務費、保険給付費、地域支援事業費を減額するものでございます。 

 議案第３２号、令和元年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出か

ら、それぞれ５０４万７,０００円を減額し、予算総額を４億４,２２５万１,０００円にお願い

するものでございます。 

 歳入では、後期高齢者医療保険料及び繰入金の減額、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付

金の減額が主なものでございます。 

 議案第３３号、令和元年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、歳入歳出それ

ぞれ１,０６２万８,０００円を追加し、予算の総額を、歳入歳出それぞれ５億４,９９６万

８,０００円にするものでございます。 

 主なものは、歳入では、水道使用料、一般会計繰入金及び市債を減額し、簡易水道事業の統合

により、基金繰入金２,９８０万７,０００円を増額し、歳出では、建設改良費の委託料及び工事

請負費の減額、簡易水道事業の統合により、予備費を３,０９６万７,０００円増額するものでご

ざいます。 

 議案第３４号、令和元年度由布市水道事業会計補正予算（第３号）は、収益的予算の主なもの

は、収益的収入では、その他営業収益の不良消火栓修理補助金の増額、他会計補助金の一般会計
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補助金を減額し、収益的支出では、原水及び浄水費、総係費を減額し、営業外費用の消費税を増

額するものでございます。 

 資本的予算の主なものは、資本的収入では、企業債及び消火栓建設受託金を減額し、工事負担

金を増額するもので、資本的支出では、上水道施設費の委託料及び請負工事費を減額するもので

ございます。 

 議案第３５号、令和２年度由布市一般会計予算は、総額を１９０億７,２３０万７,０００円で、

前年度の当初予算と比較して、７億９,５２２万４,０００円増額、率にいたしまして４.４％の

増となっております。 

 令和２年度の予算編成に当たりましては、各事業予算について、年間総合予算として編成する

こととし、第二次由布市総合計画の具体化に向けて、重点戦略プランや由布市総合戦略、由布市

行財政改革実施計画の取り組み項目について、その進捗状況や課題を確認し、より費用対効果の

高い事業を優先させながら予算措置を行ったところです。 

 予算の主な内容といたしましては、歳入では、市税が１.２％の伸び、地方消費税交付金の増

額、国庫及び県支出金は、社会保障費や保育所整備事業費等で増額となっております。 

 歳出の主な事業といたしましては、湯布院複合施設建設工事や個人番号カードの推進、待機児

童対策のための保育所活動事業、また森林環境譲与税による森林整備調査や中小企業への人材確

保対策、観光面では地域イメージ向上対策事業などの経費を計上いたしております。 

 議案第３６号、令和２年度由布市国民健康保険特別会計予算は、総額を３９億７,６３８万

１,０００円で、前年度当初と比較しまして２億３８８万２,０００円の減額、率にして４.９％

の減となっております。 

 歳入では、保険税、県支出金、一般会計繰入金及び基金繰入金の減額、歳出では、保険給付費

及び国保事業費納付金の減額が主なものでございます。 

 議案第３７号、令和２年度由布市介護保険特別会計予算は、総額を４４億２,９３７万円で、

前年度当初と比較しまして１億４,２２６万８,０００円の増額となっており、主に保険給付費の

増額によるものでございます。 

 議案第３８号、令和２年度由布市後期高齢者医療特別会計予算は、総額を４億４,８３６万

４,０００円で、前年度当初と比較しまして４５５万円の増額となっております。 

 歳入では、後期高齢者医療保険料の増額、一般会計繰入金の減額、歳出では、後期高齢者医療

広域連合納付金の増額が主なものでございます。 

 議案第３９号、令和２年度由布市農業集落排水事業特別会計予算は、総額を９,１８４万

９,０００円で、前年度当初予算と比較といたしまして３５５万７,０００円の減額、率にしまし

て３.７％の減となっております。 
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 主な減額理由といたしましては、歳出において公債費が減額されることによるもので、それに

伴い、歳入において一般会計繰入金を減額しているところです。 

 議案第４０号、令和２年度由布市水道事業会計予算は、業務の予定量を給水戸数１万２,５３２戸、

年間総給水量３９０万１,６４２立方メートル、１日平均給水量１万６８９立方メートル、主要

な建設改良事業として、配水管等新設改良工事２億２,１２５万２,０００円、施設新設更新工事

１億９８０万８,０００円としております。 

 詳細については、担当課長から説明いたしますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御賛同いた

だきますようお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 人已君）  市長の提案理由の説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩します。再開は１１時２５分とします。 

午前11時15分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時25分再開 

○議長（佐藤 人已君）  再開します。 

 次に、報告第２号及び報告第３号について、報告を求めます。大塚代表監査委員。 

○代表監査委員（大塚 裕生君）  代表監査委員の大塚です。 

 それでは、報告第２号について、御報告申し上げます。 

 報告第２号、例月出納検査の結果に関する報告について、地方自治法第２３５条の２第３項の

規定により、例月出納検査の結果に関する報告を別紙のとおり提出する。令和２年２月２６日提

出、由布市代表監査委員、大塚裕生。 

 １ページから３ページに報告の内容を記載しております。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、令和元年１０月分、１１月分、１２月分の例

月出納検査を、それぞれ１１月２５日、１２月２５日、１月２７日に実施いたしました。 

 検査の対象は、会計管理者と企業出納員の保管する各月末日現在の現金のあり高と出納状況で

す。現金の在高、出納関係諸帳票等の計数の正確性の検証と現金の出納事務が適正に行われてい

るかを検査いたしました。 

 検査の結果、資料の計数は、諸帳票の計数と一致しており、適正に処理されていると認められ

ました。 

 続きまして、報告第３号について報告いたします。 

 報告第３号、定期監査の結果に関する報告について、地方自治法第１９９条第９項の規定によ

り、定期監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出する。令和２年２月２６日提出、由布市代
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表監査委員、大塚裕生。 

 １ページから３ページに報告の内容を記載しております。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、令和元年度由布市の財務に関する事務の執行及び

経営に係る事務の執行について、令和２年１月１４日から１月２４日まで監査を実施いたしまし

た。 

 監査は、１ページに記載している監査の着眼点に基づいて、各課から提出された監査資料によ

り、所属長及び担当者からの聞き取りや質疑応答を行うとともに、帳票等の照合や証拠書類の確

認を行いました。 

 監査の結果、今回の監査の対象となる事務事業はおおむね適正に管理されていると認められま

した。 

 ただし、２ページの（１）から（５）に記載している内容については、改善検討を求めている

ところでございます。 

 まず１点目が、補助金に係る要綱の整備と支出に関する事務処理の適正化について、２点目が、

各課が所持している各種団体の通帳と印鑑の適正な管理と会計事務について、３点目が、公の施

設の指定管理に係る適正な事務処理について、４点目が、郵便切手などの現金と同様の厳格な管

理について、５点目が、決裁文書に係る文書管理規定にのっとった事務処理について、改善検討

を求めています。 

 監査の意見としましては、今後、人口減少による市税の減収や地方交付税の段階的な縮減など

により、収入源、収入規模が縮小していく一方で、扶助費や公債費といった義務的経費の増大な

どの懸念に対し、自主財源の確保に向けた積極的な取り組みの必要性を感じたところでございま

す。 

 市では、新たな財源検討委員会を設置し、自主財源の確保に向けた協議検討が進められており

ますが、現在の財政状況を鑑みると、早く方針を定め、実施する必要があるものと考えます。 

 また、既存施設等の老朽化に伴う修繕・改修費の増大や湯布院地域複合施設などの新たな公共

施設に係る維持管理費の増大が、今後大きな財政負担となることが懸念されます。施設使用料を

初めとする各種使用料については、受益者負担の原則をもとに、維持管理費などの経費を考慮し

た上で、料金の見直し等を検討していただきたいと考えております。 

 平成２９年３月に策定された由布市公共施設等総合管理計画では、今後４０年間で公共建築物

等の総延べ床面積を３０％縮減するという目標が掲げられておりますが、持続可能で安定的な行

財政運営の推進のためには、実施スピードを早める必要があるものと考えます。遊休資産につい

ても、所管課において有効活用できないか十分に検討を行い、具体的な活用方針のないものは売

却するなどの処分を図り、効率的・効果的な財産管理に努めていただきたいと思うところでござ
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います。 

 財政基金も、平成２８年度から年々減少している状況です。全職員が市の厳しい財政状況を認

識し、限られた財源のもと、最小の経費で最大の効果を挙げるための意識改革が進められるとこ

ろでございます。 

 最後になりますが、これまで繰り返し例月出納検査で支出命令等の出納書類の不備について改

善を求めてきたところでございますけれども、本年度は、その件数が大幅に減少しており、事務

処理の改善が図られているように感じられているところでございます。今後も事務処理マニュア

ル等の整備により内部統制を図り、誰が担当になっても適正な事務により質の高い住民サービス

が提供できるよう努めていただきたいと考えておるところでございます。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、ただいま上程されました各議案について詳細説明を求めます。 

 まず、報告第１号について詳細説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（一尾 和史君）  総務課長です。報告第１号の詳細説明を行います。 

 報告第１号、専決処分の報告について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、和解及び

損害賠償の額を定めたことについて、同条第２項の規定により報告する。令和２年２月２６日提

出、由布市長。 

 ページをお開きください。左のページ、令和元年１２月２０日付で専決処分を行った専決処分

書となっております。右のページは、事故の当事者や概要、和解条件を記載しております。 

 事故の概要でございますが、令和元年１２月４日午前１１時３０分ごろ、由布市挾間町下市

９０９番地先の市道向原野田線におきまして、甲の管理する市道に倒木があり、乙の運転する自

動車が対向車とすれ違う際に当該倒木に接触、乙の車に損害を与えたというものでございます。 

 和解条件につきましては、甲は乙に対し、本件事故に係る５０％の損害賠償金の支払い義務が

あることを認め、損害賠償の額を１５万円と定めたものです。巻末に現場状況などの写真を掲載

しておりますので御参照をお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第２号及び議案第３号について、続けて詳細説明を求めます。

農政課長。 

○農政課長（大野 利武君）  農政課長です。議案第２号について詳細説明を申し上げます。 

 議案第２号、財産の無償譲渡について、財産を別紙のとおり無償で譲渡することについて、地

方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。令和２年２月２６日提出、

由布市長。 

 財産の内容につきましては、別紙市有財産無償譲渡仮契約書の中にあります。また別紙物件目
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録のとおりでございます。 

 相手方といたしまして、大分市芳河原台６４６番地１１、合同会社Ｂｏｄｅｍ、代表社員、三

ケ田将弘様です。 

 この今回、無償譲渡ということで、無償譲渡するのには、研修所並びに童里夢館、温泉館、浪

漫邸など約１９の建物並びに附属品がございます。この由布市陣屋の村自然活用につきましては、

昭和６３年度、平成１年度、平成４年度農村地域農業構造改善事業により取得した農業・漁業体

験実習館と野外緑地広場施設は、都市との交流促進を図るため、緑豊かな環境の中、研修や会議

の利用から宿泊、食事、温泉まで家族そろって楽しめる自然活用施設として建設されました。 

 当施設については、当初、旧挾間町が運営管理を行っていましたが、類似施設の増大や町内に

めぼしい観光施設がない等の理由により、運営収支は平成２年度以降、毎年赤字となっていいま

した。そのため。運営形態を見直し、平成１０年４月より財団法人陣屋の村を設立し、管理運営

を行ってました。施設研修者が減少をする中、会議、懇親会等の減少により収益を伸ばすことが

できず、平成１８年８月３１日をもって解散することとなり、平成１８年１０月より指定管理制

度による施設の管理運営を行ってきましたが、少子高齢化、人口減少に加え、平成２８年度の大

分熊本地震により交通機関等の復旧に時間を有することなど、観光客の減少など観光客の低下傾

向に歯どめが効かないことから、平成２９年３月３１日をもって一時休館とし、施設の今後の利

活用について検討を重ねてきました。 

 その結果、施設の再開に向け、民間活力の導入の可能性を検討するため、民間業者を含め、広

くアイデアを募集したところ、子どもたちを中心に据えたチーム療育支援を基本理念に広く児童

福祉分野における社会的支援の向上と社会への啓発の寄与することを目的として活動している代

表、三ケ田様から、施設の利活用について事業提案がなされました。 

 当該体制につきましては、現在、大分市、由布市で主な障がい児通所支援施設業を行っており、

当該施設の活用として、子育て支援環境の整備をすることで地域社会の活性化につながり、都市、

農村の交流の促進をさせる再生事業の推進していくことができるとの考えている会社であり、ま

た、増加している児童発育相談の窓口として、童里夢館を活用して、子育てサポート館及び診療

所の開設、発達障がいの早期発見、早期治療を行い、由布市だけでなく、隣接する大分市、別府

市を含めた地域医療の向上を図りながら、広く子どもたちの育つ環境を創造し、特性ある子ども

たちに療育の場として野外ステージを活用して、サウンドセラピーやネイチャーイベントなどを

開催し、地域で療育や支援を受けやすくするために、日常生活の自立支援や機能訓練、遊びの場

を提供することとしています。 

 由布市といたしましても、市の総合計画である第二次由布市総合計画において、安心して笑顔

で子育てできる地域社会の創造の位置づけ、児童健全育成の必要な居場所づくりに取り組むとし
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ており、合同会社Ｂｏｄｅｍの掲げる理念のもと、近年における社会情勢の変化により発生して

いる子どもの悩みに対する福祉の支援が行われることだけではなく、子どもたちを中心に据えた

都市と農村の交流や施設利用率の向上が期待できるなど、民間事業者のノウハウを利用した地域

活性化が見込まれることから、施設の無償化とすることとなりました。 

 なお、この仮契約につきまして、本契約とするため、地方自治法第９６条第１項第６号の規定

により、議会の議決を求めるものであります。 

 引き続き、議案第３号をごらんください。議案第３号について詳細説明を申し上げます。財産

の貸付についてでございます。 

 財産を別紙のとおり減額して貸し付けることについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規

定により、議会の議決を求める。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 財産の所在、地番、登記記録上の地目及び地籍、別紙市有地賃貸借仮契約中の別紙物件目録の

とおりでございます。 

 相手方といたしましては、先ほど申し上げましたが、大分市芳河原台６４６番地１１、合同会

社Ｂｏｄｅｍ、代表取締役、三ケ田将弘様であります。 

 また、貸付金額といたしまして年間５７万８,３１０円、ただし、本契約の日から令和２年

３月３１日の間は無料とし、令和２年４月１日から令和５年３月３１日の間は半額といたします。 

 なお、貸付期間といたしましては、貸付期間は１０年間といたします。面積といたしまして、

今回、９万６,７９６平米、筆にいたしまして約６７筆でございます。 

 なお、市有地賃貸借仮契約書を、令和２年２月の１３日に締結いたしましたので、この財産に

貸し付ける本契約のために、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求め

るものであります。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第４号及び議案第５号について、続けて詳細説明を求めます。

総合政策課長。 

○総合政策課長（佐藤 公教君）  総合政策課長です。議案第４号、第５号について詳細説明をさ

せていただきます。 

 議案第４号、由布市新市建設計画の変更について、由布市新市建設計画の変更について、市町

村の合併の特例に関する法律第５条第７項の規定により、議会の議決を求める。令和２年２月

２６日提出、由布市長。 

 この新市建設計画は、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部

の改正に伴い、合併特例債の発行可能期間を５年延長するために、由布市の新市建設計画の期間

の延長が必要になり、変更をお願いをするものでございます。 
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 ４ページをお開きください。横にしていただきまして、新旧対照表となっております。アン

ダーラインの部分が変更箇所となっております。４ページの上から、第１章計画の期間ですが、

現行の平成３２年度までを、改正案では、令和７年度までの２０年間に改めてております。 

 その下、第２章の新市の概要ですが、第１表と第２表に、これまで平成２２年までのデータで

したが、改正案では、最新の平成２７年を追加することとしております。 

 続きまして、５ページをごらんください。第３章は人口の見通しです。（１）の人口の世帯数

及び（２）の年齢別人口について、令和７年を予想値として改正をしております。それに伴いま

して、６ページの表３、改正案に、令和７年を追加する内容となっております。 

 ６ページの下段の第７章につきましては、財政計画の期間を、現行の３２年度から、改正案で

は令和７年度までの２０年間に改めるとともに、７ページをごらんください。７ページの歳入歳

出の表に、過去の実績や今後の見通し等を考慮しまして、最新のデータに変更をしました。 

 以上が、新市建設計画の変更点でございます。 

 続きまして、議案第５号につきまして詳細説明をさせていただきます。 

 議案第５号、第二次由布市総合計画基本計画（後期）の策定について、第二次由布市総合計画

基本計画（後期）を別記のとおり策定したいので、由布市議会の議決事件に関する条例第２条第

２号の規定により、議会の議決を求める。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 今回の策定につきましては、前期の進捗状況及び国県が策定した総合戦略や由布市のまち・ひ

と・しごと総合戦略との整合性を図りつつ、毎年の進捗達成状況を由布市総合計画審議会で検証

評価しながら、令和２年度から令和７年度までの６年間を戦略期間として策定をしました。 

 それでは、別紙の第二次由布市総合計画重点戦略プラン（案）の４ページをお開きください。

４ページ、今回の由布市総合計画（後期）は、まちづくりの基本とする「連携」と「協働」、

「創造」と「循環」の実現に向けまして、第一次由布市総合計画を検証しつつ、第二次の由布市

総合計画に掲げる施策等の取り組みを進めることで、令和７年の由布市の将来計画人口３万

２,０００人を目指すこととしております。 

 策定に当たりましては、市民意識調査や関係部署とのヒアリング、市民に対してのパブリック

コメント等を経て、由布市総合審議会において計画策定の内容について審議検討をしていただき

ました。 

 恐れ入りますが、前に戻っていただきまして２ページをお開きください。この計画の構成につ

きましては、これまでの計画を継承するとともに、まちづくりの目標の実現に向けた取り組みを、

６つの項目に対応する形で１３の重点戦略プランを設定をしました。 

 ５ページ以降に総合戦略プランごとの施策を詳細に記載をしておりますが、プラン１、２、

３につきましては、「みんなで進める！持続可能なまちづくり」を、プラン４は、「一人ひとり
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の力を活かせるまちづくり」を、プラン５、６では、「人や文化を育むまちづくり」を、プラン

７、８、９では、「経済の循環から地域が潤うまちづくり」を、プラン１０では「豊かな環境の

中で快適な暮らしが実感できるまちづくり」を、プラン１１、１２、１３につきましては、「地

域を知り、表現するまちづくり」を掲げ、それぞれ具体的に取り組んでいきます。 

 また、各プロジェクトの実施に当たっては、関係課や組織を横断的に取り組むこととしており、

特に成果指標として具体的な数値目標を設置をし、その目標達成度合いを検証できるように整理

をしたところです。 

 今後、これらの計画に基づきまして、市民や企業の皆様とともに、まちづくりの目標である

「地域自治を大切にした住みよさ日本一のまち、由布市」に向けた取り組みを評価をしていきた

いと考えております。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第６号及び議案第７号について、続けて詳細説明を求めます。

農政課長。 

○農政課長（大野 利武君）  農政課長です。議案第６号について詳細説明を申し上げます。 

 議案第６号、由布市陣屋の村自然活用施設条例の廃止について、由布市陣屋の村自然活用施設

条例を廃止する条例を別記のように定める。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 裏面をごらんください。由布市陣屋の村自然活用施設条例を廃する条例、由布市陣屋の村自然

活用施設条例は、廃止する。 

 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。 

 この陣屋の村自然活用施設の譲渡する仮契約を、令和２年２月１３日付で合同会社Ｂｏｄｅｍ

と締結いたしました。４月１日に譲渡をするに伴いまして、この条例を廃止するため、議会の議

決を求めるものです。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第７号について詳細説明を申し上げます。 

 議案第７号、由布市市民農業条例の制定について、由布市市民農園条例を別記のように定める。

令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 これにつきましては、陣屋の村の廃止に伴いまして、由布市で管理運営を行うための条例でご

ざいます。 

 裏面をごらんください。由布市市民農園条例は、第１条から第２１条で構成されています。第

１条といたしまして、（目的及び設置）といたしまして、市民に農作物の栽培体験のための場を

提供することにより、農業に親しむ機会を与えるとともに、都市との交流を促進するため、本市

に市民農園を設置するということであります。 

 なお、２条につきましては、名称といたしましては、ふれあい農園、位置といたしましては、
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挾間町鬼瀬１１５６番地９ということであります。 

 なお、３条の（事業）に関しましては、市民農園の掲げる事業を記載をしています。並びに

４条につきましては、この（施設）、５条につきましては（利用許可）、６条につきましては

（利用期間）、７条につきましては（使用料）であります。並びに８条につきましては（使用料

の減免）、９条は不返還ということであります、（使用料の不返還）、並びに１０条は（行為の

禁止）、１１条は（行為の制限）等になっています。 

 なお、裏面をごらんいただきたいと思います。最後に、附則ということで、施行日は、この条

例は、公布の日から施行するということであります。 

 別記ということで、今回、使用料ということで、１年間６万１,１００円、普通農園２万

４,４００円、棚田の農園ということで、３,０５０円ということに、記載をしています。 

 なお、市民農園につきましては、市民に農作物の栽培のための場を設置するもので、地方自治

法第２４４条の２第１項の規定により、管理運営するための事項を定めるものでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第８号について詳細説明を求めます。社会教育課長。 

○社会教育課長（首藤 啓治君）  社会教育課長です。議案第８号について詳細説明をいたします。 

 議案第８号、由布市歴史民俗資料館条例の制定について、由布市歴史民俗資料館条例を別記の

ように定める。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 この条例は、現在の由布市陣屋の村自然活用施設内にあります歴史資料館につきまして、管理

運営に関する条例を定めるものでございます。 

 裏面をごらんください。条例案を記載しております。 

 第１条は設置の目的についてでございます。由布市の歴史民俗に関する資料の保存と活用を図

り、地域文化の向上に資するため設置することとしております。 

 第２条は、名称及び位置でございます。名称については、由布市歴史民俗資料館としておりま

す。 

 第３条は入館料でございます。入館料は無料としております。 

 次に、第４条は、入館の制限について、第５条は、利用者の損害賠償についてを記載しており

ます。 

 第６条では、庶務について、第７条では委任について記載しております。 

 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するとしております。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第９号から議案第１５号まで、続けて詳細説明を求めます。
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総務課長。 

○総務課長（一尾 和史君）  総務課長です。議案第９号から１５号まで詳細説明をさせていただ

きます。 

 議案第９号、由布市個人情報保護条例の一部改正について、由布市個人情報保護条例の一部を

改正する条例を別記のように定める。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 本条例の改正は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の改正に伴うものでござい

ます。 

 １枚めくっていただいて、左のページをごらんください。本条例の第２条に、要配慮個人情報

の定義を９項に規定をいたしまして、同第１０条第１項で、他地方公共団体等の実施機関とのオ

ンライン結合については、法令等の規定に基づくもの以外は、実施機関以外のものへの提供がで

きないとする規定に改め、また同条第２項において、その第１項の規定にかかわらず、公益上の

必要がある場合は審議会の意見を聞いた上でオンライン結合により個人情報を実施機関以外のも

のへ提供できるとする改正を行うものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 続きまして、議案第１０号、由布市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について、由布

市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和２年２月

２６日提出、由布市長。 

 ページをお開きいただきまして、本条例の第２条に第２項を加えるものです。令和２年度から

の会計年度任用職員については、地方公務員法第３０条から第３８条までの規定が該当いたしま

すことから、地方公務員法第３１条の規定に基づく服務の宣誓について、任命権者が別段の定め

をすることができるとする本条例の改正を行うものでございます。 

 続きまして、議案第１１号、由布市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、

由布市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和

２年２月２６日提出、由布市長。 

 ページをお開きください。正規の勤務時間以外の時間における勤務を定めた本条例の第９条に、

新たに第３項を加えるものでございます。 

 内容については、正規の勤務時間以外の時間における断続的勤務以外の勤務の時間数に上限を

設けるものでございます。 

 続きまして、議案第１２号、由布市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正について、由布市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例を別記のように定める。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 次のページをお開きください。別表にございますように、由布市では選挙の投開票に従事する
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特別職を８つ定めております。報酬は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律を基準

といたしております。この法律が改正されたことに伴い、報酬額の変更を行うものでございます

が、この法律は、３年に１度見直しがなされております。今後、どの時期に選挙が執行されても

迅速な対応ができるよう、これまで日額として定めておりましたものを「国会議員の選挙等の執

行経費の基準に関する法律第１４条に規定する額」という表示に変更するものでございます。 

 続きまして、議案第１３号、由布市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について、由布

市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和２年２月

２６日提出、由布市長。 

 ページをお開きください。左側です。この一部改正については、さきの熊本大分地震以降、財

政調整基金の取り崩し等により基金の残高が減少し続けている状況などを考慮した上で、今後の

財政運営を鑑み、本年４月から来年３月までの１年間、市長、副市長、教育長、三役の給料月額

について、３％の減額を行うものでございます。 

 続きまして、議案第１４号、由布市職員の給与に関する条例の一部改正について、由布市職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和２年２月２６日提出、由

布市長。 

 ページをめくっていただきまして、右側の新旧対照表をごらんください。現行７級から１級ま

で、職務の内容に全ての職名を表示しております。今後、在職者の構成数等により、適宜職名の

変更が生じることが想定されますことから、職務の内容について多様化を図るため、大分県内の

他市の職務表にならいまして、各級の職務の内容を改正案のように改正するものでございます。 

 なお、詳細な職務の内容につきましては、規則の中で明示することにする予定でございます。 

 続きまして、議案第１５号、由布市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について、由布

市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和２年２月

２６日提出、由布市長。 

 本議案は、先ほど御説明をいたしました議案第１３号と同様の理由により、職員につきまして

も、本年４月から来年３月までの１年間、７級の職にある職員については２％、６級から１級ま

でにある職員については１％の減額を行う内容となっております。 

 以上で詳細説明を終わらせていただきます。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第１６号について詳細説明を求めます。市民課長。 

○市民課長（森下 祐治君）  市民課長です。議案第１６号について御説明いたします。 

 議案第１６号、由布市印鑑条例の一部改正について、由布市印鑑条例の一部を改正する条例を

別記のように定める。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 今回の条例改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の
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整備に関する法律の公布に伴いまして、条例を整備するものであります。 

 裏面をごらんください。第２条第２項中の「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改

めることが今回の主な改正になります。 

 施行時期は公布の日からとなっております。 

 次のページに新旧対照表を添付しておりますので御確認ください。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第１７号及び議案第１８号について、続けて詳細説明を求め

ます。子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小野嘉代子君）  子育て支援課長です。議案第１７号及び議案第１８号につい

て詳細説明をさせていただきます。 

 議案第１７号、由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について、由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年条例第２４号）の一部を改正する条例を別記のように定める。令和２年２月２６日提出、

由布市長。 

 新旧対照表をごらんください。附則の（職員の経過措置）です。由布市における当該事業の実

情、各クラブにおける支援員資格保有者数及び今後の支援の単位増加にかかわる見込み数を考慮

し、みなし支援員の経過措置期間を施行日から「平成３２年３月３１日」までの間を、「令和

５年３月３１日まで」に延長するものです。 

 続きまして、議案第１８号に移ります。 

 議案第１８号、由布市高校生等医療費の助成に関する条例の一部改正について、由布市高校生

等医療費の助成に関する条例（平成３０年条例第２号）の一部を改正する条例を別記のように定

める。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 新旧対照表をごらんください。高校生等医療費助成事業の実施状況を勘案し、助成対象者の要

件を見直すことによるものです。 

 定義の第２条に「（８）単身赴任」を追加し、第３条の（１）に「単身赴任の理由により市内

から転出した場合」を追加するものです。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第１９号から議案第２１号まで、続けて詳細説明を求めます。

建設課長。 

○建設課長（佐藤  洋君）  建設課長です。議案第１９号、由布市市営住宅条例の一部改正につ

いてから、議案第２０号、由布市市営特定公共賃貸住宅条例の一部改正について、議案第２１号、

由布市市営雇用促進住宅条例の一部改正についてまで、続けて詳細説明を申し上げます。 
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 初めに、議案第１９号について詳細説明を申し上げます。 

 議案第１９号、由布市市営住宅条例の一部改正について、由布市市営住宅条例の一部を改正す

る条例を別記のように定める。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 今回の条例の一部改正につきましては、公営住宅法が改正されたことから、市営住宅を取り巻

く最近の状況等を踏まえ、市営住宅の入居要件の見直しと、また民法の一部改正に伴い、所要の

規定の整備を図るものでございます。 

 恐れ入りますが、３枚めくっていただきまして、新旧対照表をごらんくださるようお願い申し

上げます。新旧対照表にて御説明申し上げます。左は現行条例、右は改正案となります。下線部

分につきまして変更をお願いするものでございます。 

 まず、（入居者の資格）第６条中第１号となります「現に同居し、又は同居をしようとする親

族があること。」を削り、第２号を第１号とし、以下、１号ずつ繰り上げるものでございます。

若年単身入居を可能とするものでございます。 

 次に、（住宅入居の手続）第１２条第１項第１号中、「県内に居住し、」を「独立の生計に営

み、」に改め、「２人の」を削り、同条第３項中の「保証人の連署」を「連帯保証人の連署につ

いての記載」に改めるもので、入居要件の緩和を行うものでございます。 

 次に、（家賃の決定）第１５条第４項、「別表第２に定める市営住宅の毎月の家賃は、第１項

の規定を適用する。」を削り、第４項としまして、市長は、市営住宅の入居者が規定する収入の

申告をすること及び公営住宅法第３４条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあ

ると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を毎年度定め

ることができる旨にするものでございます。 

 １枚めくっていただきますようお願い申し上げます。次に、（敷金）第２０条第４項を、同条

第５項とし、同条第３項ただし書き中、「未納の家賃」を、「賃貸者に基づいて生じた金銭の給

付を目的とする債務の不履行」に改め、同項を同条第４項とし、「市長は、入居者が賃貸借に基

づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てる

ことができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てること

を請求することができない。」を同条第２項の次に加えるものでございます。これは、敷金の充

当や還付につきまして、明文化するものでございます。 

 次に、（修繕費の負担）第２２条第１項中、「費用は、」を「費用は、市長がその修繕に要す

る費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、」に改め、同条第３項中、「第１項

に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、」を「市営住宅及び共同施設の

修繕の必要が生じたときは、第１項の規定にかかわらず、」に改めるものでございます。入居者

の修繕費の負担を明確にするものでございます。 
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 最後に、（入居者の費用負担義務）第２３条第３号中、「の使用に関する」を、「若しくは給

水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する」に改め、同号を同条第４号とし、第

１号として、「畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、

点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用」とするため、現行の１号及

び２号を繰り下げるものです。入居者の修繕負担の区分について、明確にするものでございます。 

 これで、議案第１９号、由布市市営住宅条例の一部改正についての詳細説明を終わります。 

 続きまして、議案第２０号について詳細説明を申し上げます。 

 議案第２０号、由布市市営特定公共賃貸住宅条例の一部改正について、由布市市営特定公共賃

貸住宅条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 今回の条例の一部改正につきましては、民法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るもの

でございます。 

 恐れ入りますが、２枚めくっていただき、新旧対照表をごらんくださるようお願い申し上げま

す。 

 初めに、（入居の手続）第１１条第１項第１号中、「保証人２人」を「連帯保証人」に改める

もので、由布市市営住宅条例の一部改正にあわせまして、入居要件の緩和を行うものでございま

す。 

 次に、（敷金）第２２条第２項中、「前項」を「第１項」に改め、同項ただし書き中、「家賃

の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、」を「賃貸者に基づいて生じた金銭の給付を目

的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、」に改め、同項を第３項とし、「市長は、

入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその

債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務

の弁済に充てることを請求することができない。」を、同条第１項の次に加えるものでございま

す。敷金の充当や還付につきまして、明文化するものでございます。 

 次に、（修繕費用の負担）第２３条第１項中、「の修繕は、」を「及び共同施設の修繕に要す

る費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、」

に改め、同条第２項中、「事由によって」の次に、「特定住宅及び共同施設の」を加えるなど改

めるものでございます。入居者の修繕費の負担を明確にするものでございます。 

 最後に、（入居者の費用負担義務）第２４条第３号中、「の使用」を「若しくは給水施設及び

汚水処理施設の使用又は維持、運営」に改め、同条の次に、「前条第１項において市が負担する

こととされているもの以外の特定住宅及び共同施設の修繕に要する費用」を４号として加えるも

ので、入居者の修繕負担の区分について、明確にするものでございます。 

 これで議案第２０号、由布市市営特定公共賃貸住宅条例の一部改正についての詳細説明を終わ
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ります。 

 最後に、議案第２１号について詳細説明を申し上げます。 

 議案第２１号、由布市市営雇用促進住宅条例の一部改正について、由布市市営雇用促進住宅条

例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 今回の条例の一部改正につきましては、公営住宅法が改正されたことから、市営住宅を取り巻

く最近の状況等を踏まえまして、市営住宅の入居要件の見直し等、また民法の一部改正に伴い、

所要の規定の整備を図るものでございます。 

 恐れ入りますが、２枚めくっていただき、新旧対照表をごらんくださるようお願い申し上げま

す。 

 初めに、（入居者資格）第６条中、「次に掲げる者とする。」を「次の各号に掲げる要件を具

備するものとする。」に改め、同条第１号中、「もののうち、現に同居し、又は同居しようとす

る親族がある」を削り、また、第２号を削り、以下、１号ずつ繰り上げるものでございます。単

身入居を可能とするものでございます。 

 次に、（入居の手続）第１０条第１項第１号中、「２人」を削り、由布市市営住宅条例の一部

改正にあわせまして、入居要件の緩和を行うものでございます。 

 １枚めくっていただきますようお願い申し上げます。次に、（敷金）第１９条２項中、「前

項」を「第１項」に改め、同項ただし書き中、「家賃の滞納その他債務の不履行が存在するとき

は、」を「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金がある

ときは、」に改め、「した額を還付」を削り、同項を同条第３項とし、「市長は、入居者が賃貸

借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に

充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充て

ることを請求することができない。」を同条第１項の次に加えるものでございます。敷金の充当

や還付につきまして、明文化するものでございます。 

 次に、（修繕費用の負担）第２０条第１項中、「の修繕は、」を「及び共同施設の修繕に要す

る費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、」

に改め、同条第２項中、「事由によって」の次に、「雇用促進住宅及び共同施設の」を加えるな

ど行い、改めるものでございます。入居者の修繕費の負担を明確にするものでございます。 

 最後に、（入居者の費用負担義務）第２１条第３号中、「の使用」を「若しくは給水施設及び

汚水処理施設の使用又は維持運営」に改め、同条の次に、「前条第１項において市が負担するこ

ととされているもの以外の雇用促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用」を４号として加える

ものでございます。入居者の修繕負担の区分について、明確にするものでございます。 

 これで議案第２１号、由布市市営雇用促進住宅条例の一部改正についての詳細説明を終わりま
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す。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（佐藤 人已君）  ここで暫時休憩します。再開は、１３時ちょうどとします。 

午後０時15分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（佐藤 人已君）  ただいまから再開します。 

 次に、議案第２２号について詳細説明を求めます。水道課長。 

○水道課長（佐藤 正秋君）  水道課長です。詳細説明を申し上げます。 

 議案第２２号、由布市水道事業の設置に関する条例等の一部改正について、由布市水道事業の

設置に関する条例等の一部を改正する条例を別記のように定める。令和２年２月２６日提出、由

布市長。 

 新旧対照表をごらんください。 

 まず第１条関係になります。地方自治法の改正により、由布市水道事業の設置に関する条例の

第６条中、「第２４３条の２」を「第２４３条の２の２」に改めるものでございます。 

 続いて、裏面をごらんください。第２条関係になります。由布市水道事業における給水人口等の推

計値の確定に伴い、由布市水道事業の設置に関する条例第２条第２項第２号中、給水人口

「３４,３８３人」を「３０,３００人」に、同項第３号中、１日最大給水量「２２,５５１.４２７立

方メートル」を「２１,８００立方メートル」に改めるものでございます。 

 施行日は、令和２年４月１日としております。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第２３号について詳細説明を求めます。監査選挙管理委員会

事務局長。 

○監査事務局長兼選挙管理委員会事務局長（日野 正美君）  監査選挙管理委員会事務局長です。

議案第２３号の詳細説明をいたします。 

 議案第２３号、由布市監査委員条例の一部改正について、由布市監査委員条例の一部を改正す

る条例を別記のように定める。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 地方自治法の改正に伴い、条例の改正を行うものでございます。 

 次のページを開いていただき、新旧対照表をごらんください。 

 地方自治法が、令和２年４月１日から改正され、現行の「第２４３条の２」の前に新たな条文

が加わることにより、「第２４３条の２」が「第２４３条の２の２」へと条項がずれることに伴

い、改正をするものでございます。 

 なお、附則として、この条例は、令和２年４月１日から施行することとしております。 

 以上で説明を終わります。 
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○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第２４号から議案第２７号まで、続けて詳細説明を求めます。

建設課長。 

○建設課長（佐藤  洋君）  建設課長です。議案第２４号から議案第２７号までの市道路線の認

定について、続けて詳細説明を申し上げます。 

 初めに、議案第２４号について詳細説明を申し上げます。 

 議案第２４号、市道路線（中虎線）の認定について、市道路線を次のように認定したいので、

道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 路線名、中虎線、起点、由布市庄内町長野１２４６番１地先、終点、由布市庄内町長野

２７５番地先、令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 裏面位置図をごらんください。図面中央となります市道長野小松台線を起点としまして、図面

右下となります市道本村線に接続いたします延長５７７.４メートルの道路を、新たに市道とし

て管理するものでございます。 

 なお、本議案は、令和元年第３回定例会で市道認定の請願が採択された路線でございます。 

 次に、議案第２５号について詳細説明を申し上げます。 

 議案第２５号、市道路線（長野上組北線）の認定について、市道路線を次のように認定したい

ので、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 路線名、長野上組北線、起点、由布市庄内町長野１３２６番１地先、終点、由布市庄内町長野

１５１７番地先、令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 裏面位置図をごらんください。図面右となります市道長野上組線を起点としまして、図面中ほ

どとなります市道長野上組中央線に接続いたします延長３４６メートルの道路を、新たに市道と

して管理するものでございます。 

 なお、本議案につきましても、令和元年第３回定例会で市道認定の請願が採択された路線でご

ざいます。 

 次に、議案第２６号について詳細説明を申し上げます。 

 議案第２６号、市道路線（上大六５号線）の認定について、市道路線を次のように認定したい

ので、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 路線名、上大六５号線、起点、由布市挾間町下市５０２番２７地先、終点、由布市挾間町下市

５０２番２８地先、令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 裏面位置図をごらんください。図面中ほどとなります下市上大六１号線を起点としました延長

３１.７メートルの寄附によります道路について、新たに市道として管理するものでございます。 

 最後に、議案第２７号について詳細説明を申し上げます。 

 議案第２７号、市道路線（向原筋甲斐線）の認定について、市道路線を次のように認定したい
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ので、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 路線名、向原筋甲斐線、起点、由布市挾間町向原２２２番３地先、終点、由布市挾間町向原

２２３番２０地先、令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 裏面位置図をごらんください。図面中ほどとなります市道茶園畑向原を起点としました延長

８７.４メートルの寄附によります道路について、新たに市道として管理するものでございます。 

 以上で、議案第２４号から議案第２７号までの詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第２８号について詳細説明を求めます。総合政策課長。 

○総合政策課長（佐藤 公教君）  総合政策課長です。議案第２８号についての詳細説明をさせて

いただきます。 

 議案第２８号、大分市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協議について、

地方自治法第２４４条の３第２項の規定に基づき、次のとおり大分市の公の施設を由布市の住民

の利用に供させることに関し協議することについて、同条第３項の規定により、議会の議決を求

める。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 本議案につきましては、大分都市広域圏における７市１町間での協議を踏まえまして、新たに

追加提案があった大分市の公の施設の一部、大分市にあります大洲総合体育館を、由布市のほか、

別府市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市、日出町の５市１町の住民の利用に供させるこ

とに関し、議会の議決を求めるものでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第２９号について詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（馬見塚量治君）  財政課長です。令和元年度一般会計補正予算について御説明をさせ

ていただきます。 

 補正予算書をお願いいたします。開いていただきまして、議案第２９号、令和元年度由布市一

般会計補正予算（第６号）、令和元年度由布市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めると

ころによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３億２,９８７万５,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８３億７,４５３万４,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる

経費は、「第２表繰越明許費」による。 

 第３条、地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」による。令和２年２月２６日提出、

由布市長。 

 １ページをお開きください。第１表歳入歳出予算補正です。歳入歳出の款項ごとに補正額を
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３ページまで記載してございます。今回の補正の主なものといたしましては、入札残や事業費の

確定に伴うものが主なものとなっております。 

 ４ページをお願いいたします。４ページは、第２表繰越明許費です。湯布院地域づくり推進事

業を初めとしまして、１７の事業をお願いするものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。第３表地方債補正です。上段が、公立学校情報通信ネットワー

ク環境整備事業の追加と、下段には、由布川峡谷整備事業ほか８件の変更をお願いしております。 

 ７ページからは、補正予算事項別明細書を掲載してございます。 

 それでは、１０ページをお開きください。１０ページからが歳入となっております。ここにあ

ります１０款２項１目区分１子ども・子育て支援臨時交付金は、９月議会で補正をいたしました

その下にあります１５款１項１目区分２の子ども・子育て支援臨時交付金と組み替えるものです。

この臨時交付金につきましては、今年度限りのもので、予算科目が国庫支出金ではなく、地方特

例交付金ということでありましたので、今回組み替えをお願いするものです。 

 それでは、１７ページをお願いいたします。１９款１項１目区分２の基金繰入金です。今回、

補正の収支をもって取り崩しをしておりました財政調整基金の繰り入れを減額するものでござい

ます。 

 それでは、２０ページをお願いいたします。２０ページからは歳出となっております。 

 それでは、２３ページをお開きください。２３ページの下のほうになりますが、２款１項５目

区分２、入会地分収交付金事業は、入会地の貸付収入を分収率に応じて、各管理組合等に交付す

るものでございます。 

 それでは、３５ページをお願いいたします。一番下になりますが、３款１項１目区分２、プレ

ミアム付商品券助成事業は、実績に伴う減額となってございます。 

 それでは、４７ページをお願いいたします。下の段にあります４款１項２目区分２、子ども医

療費助成事業は、医療費の増額見込みによるものです。その下の区分３、不妊・不育症治療費助

成事業は、対象件数の増によるものでございます。 

 それでは、５９ページをお願いいたします。では、中段にあります６款２項１目区分２、鳥獣

被害総合対策事業は、イノシシ・鹿等の捕獲頭数の増加に伴う増額でございます。県の補助金が

充当されております。 

 それでは、６９ページをお願いいたします。１０款１項２目区分２の情報環境整備事業は、Ｇ

ＩＧＡスクール構想による小中学校の情報ネットワーク環境整備を行うもので、国２分の１の財

源となっています。この事業は、繰越事業となります。 

 ７３ページをお願いいたします。一番下にあります１０款３項３目区分２の学校生活支援事業

は、中学生の全国大会出場に伴う補助金となっております。 
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 ７９ページをお願いいたします。１０款７項１目区分１の保健体育総務費は、バトントワリン

グやバドミントン、ジュニア・ラグビーフットボールの全国大会出場に伴う補助金となってござ

います。 

 それでは、８３ページをお願いいたします。１３款２項１目区分１、基金積立事業は、ふるさ

と納税の減額により、みらいふるさと基金積立金の減額と、子ども及び高校生等医療費助成事業

基金に積み立てるものでございます。 

 以上で、議案第２９号の詳細説明を終わります。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第３０号について詳細説明を求めます。保険課長。 

○保険課長（武田 恭子君）  保険課長です。議案第３０号の詳細説明を申し上げます。 

 議案第３０号、令和元年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、令和元年度由布

市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３,５７５万

４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ４１億９,９９４万円にお願い

するものです。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 まず、歳出を御説明いたします。１０ページから１１ページをお開きください。１款１目賦課

徴収費２０万円の減額です。需用費の印刷製本費ですが、賦課徴収関係の発送物が少なかったこ

とにより減額をお願いするものです。 

 ２款１項２目退職被保険者療養給付費は、退職分支払診療報酬負担金７００万円の減額です。

これは退職被保険者の減少に伴う実績によるものです。 

 ２款１項３目一般被保険者療養費は、一般療養費負担金３４万円の減額です。これは、被保険

者の減少により３月分の減を見込んだものです。 

 ２款１項４目退職被保険者等療養費は、退職分療養費負担金９０万円の減額です。これも退職

被保険者の減少に伴う実績によるものです。 

 次のページをお願いします。２段目になります。２款２項１目一般被保険者高額療養費は、一

般分高額療養費負担金の１,５００万円の減額です。これも実績により、一般分の高額療養費の

減少を見込んだものです。 

 ２款２項２目退職被保険者等高額療養費は、退職分高額療養負担金１１０万円の減額です。こ

れも退職被保険者の減少に伴う実績によるものです。 

 ２款４項１目出産育児一時金は、出産育児一時負担金で６３０万円の減額です。これは実績に

伴う負担金の減を見込んだものです。 
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 次のページをお願いします。２段目の２款５項１目葬祭費は、葬祭負担金５０万円の減額です。

これも実績に伴う負担金の減を見込んだものです。 

 次のページ、１６、１７ページをお願いします。中ほどの４款２項１目保健衛生普及費の区分

１、医療費増加抑制事業は５１７万６,０００円の減額です。これは本事業の看護師による訪問

事業を正職員と嘱託保健師に事業変更したことによる共済費、雇用保険料、賃金等の５１７万

６,０００円の減額となります。 

 同区分２、保健指導事業、報償費は４万８,０００円の減額です。これは、見える化事業で講

師派遣を想定しておりましたが、地域の要望で職員で対応したことによるものでございます。 

 以上が歳出の説明になります。 

 次に、歳入の御説明をさせていただきます。お手数ですが、戻りまして６ページ、７ページを

お願いいたします。 

 上段、１款１項１目一般被保険者国民健康保険税は３１万４,０００円の減額です。同項２目

退職被保険者等国民健康保険税は２２３万６,０００円の減額です。いずれも被保険者の減少に

よる見込み額の減によるものです。 

 ６款２項１目保険給付費等交付金は、県より交付される給付費や保険事業の一部で、１節普通

交付金３,０３３万円の減額です。先ほど歳出で御説明させていただきました２款保険給付費の

減額に伴う交付金の減になります。 

 次に、区分２の特別交付金は、保険者努力支援制度交付金と県特別交付金、合計３９５万

３,０００円の減額です。これは歳出の医療給付費と医療費抑制事業の減額によるものです。 

 １０款１項１目一般会計繰入金は、区分１の保険基盤安定繰入金１３２万１,０００円の減、

区分３、財政安定化支援事業繰入金１１５万円の増、区分４、その他一般会計繰入金１５万円の

減で、合計３２万１,０００円の減額です。 

 次のページをお願いします。１２款１項１目延滞金につきましては、一般被保険者延滞金の増

によるもので、１４０万円の増額です。 

 以上で、議案第３０号、国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の説明を終わります。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第３１号について、詳細説明を求めます。健康増進課長。 

○健康増進課長（馬見塚美由紀君）  健康増進課長です。議案第３１号の詳細説明をいたします。 

 議案第３１号、令和元年度由布市介護保険特別会計補正予算（第５号）、令和元年度由布市の

介護保険特別会計補助金予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２億１,５６５万

９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ４２億２,４７４万９,０００円
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とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 それでは、内容を御説明いたします。事項別明細書６ページから７ページをお願いいたします。 

 まず歳入ですが、１款保険料、１項１目第１号被保険者保険料につきましては、当初予算で保

険給付費に応じた第１号保険料の負担割合で計上しておりましたが、直近の調定額等に基づき減

額するものです。 

 ３款国庫支出金、１項１目介護給付費負担金、３款２項１目調整交付金、その下の４款支払基

金交付金、１項１目介護給付費交付金、その下の５款県支出金、１項１目介護給付費負担金につ

きましては、介護保健サービスの給付費の必要見込み額の減額に伴い、予算減額をお願いするも

のです。 

 また、３款２項２目と、４款１項２目、そして８ページ、９ページをお願いします。 

 上段の５款２項１目の地域支援事業交付金につきましては、一般介護予防事業としての第８期

介護保険事業計画策定に伴う介護予防日常生活圏域ニーズ調査における委託料の減額に伴い、予

算減額をお願いするものです。 

 それでは、前のページにお戻りいただきまして、３款２項４目保険者機能強化推進交付金につ

きましては、昨年度から始まっておりまして、総額分として計上しております。 

 それでは、もう一度８ページ、９ページをお願いいたします。７款繰入金１項１目につきまし

ては、介護保険サービス給付費の必要見込み額の減額に伴い、予算減額をお願いするものとなっ

ております。また、７款１項２目につきましては、先ほどのニーズ調査における委託料の減額に

伴う減額をお願いするものです。 

 また、７款１項３目につきましては、第８期介護保険事業計画策定のための在宅介護実態調査

の委託料の減額に伴いまして、減額をお願いしております。 

 ７款繰入金、２項１目介護給付費準備基金繰入金につきましても、介護保険サービス給付費等

の必要見込み額の減額に伴い、予算減額をお願いするものとなっております。 

 次に、１０から１１ページをお願いいたします。歳出になります。 

 １款総務費、５項１目計画策定委員会費ですが、第８期介護保険事業計画策定業務に伴い、在

宅介護実態調査の委託料の減額でございます。 

 ２款保険給付費の１項１目の介護サービス等諸費と、次のページの２款６項１目特定入所者介

護サービス等費につきましては、必要見込み額の減額に伴うものでございます。 

 それでは、前のページにもう一度お戻りいただきまして、下段の２款２項１目介護予防サービ

ス等諸費につきましては、必要の見込み額の増加に伴う予算措置をお願いするものとなっており
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ます。 

 それでは、再度、次のページをお願いいたします。下段、４款地域支援事業費、２項１目につ

きましては、先ほども申し上げましたが、第８期介護保険事業計画策定に伴う介護予防日常生活

圏域ニーズ調査における委託料の減額によるものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第３２号について詳細説明を求めます。保険課長。 

○保険課長（武田 恭子君）  保険課長です。議案第３２号の詳細説明を申し上げます。 

 議案第３２号、令和元年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）、令和元年度由

布市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ５０４万７,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ４億４,２２５万１,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、補正後の歳入歳出

予算の金額は、第一表歳入歳出予算補正による。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 まず、歳入ですが、６ページ、７ページをお願いいたします。 

 １款１項１目特別徴収保険料、区分１、現年度分３６８万８,０００円の減額です。 

 ２目の普通徴収保険料、区分１、現年度分は１２８万７,０００円の減額、区分２、滞納繰越

分は２３６万５,０００円の増額で、合算し、１０７万８,０００円の増額となります。これらは、

いずれも高齢者広域連合の保険料収納見込み額確定によるもので、歳出で、市より後期高齢者医

療広域連合へ納付金として納めるものの減額となります。 

 ３款１項１目事務費繰入金は、徴収関係発送物の減少による３０万円の減額です。 

 ２目保険基盤安定繰入金は、後期高齢者医療広域連合納付金が減額となったため、１６５万

１,０００円の減額となります。 

 ５款１項１目延滞金は、後期高齢者医療延滞金の増額によるもので、１万４,０００円の増額

です。 

 ５款２項１目保険料還付金は、歳出の実績により、見込んで５０万円の減額になります。この

部分は、後期高齢者医療広域連合より交付されるものでございます。 

 次に、歳出ですが、８ページ、９ページをお願いします。１款２項１目、区分１、徴収費につ

きましては、徴収に係る発送数の減少により、印刷製本費３０万円の減額となります。 

 中段、２款１項１目、区分１、後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料等負担金４２４万

７,０００円の減額で、歳入の保険料及び基盤安定繰入金の減額に伴うもので、市より後期高齢

者医療広域連合へ納付するものです。 
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 下段３款１項１目保険料還付金は、過年度の保険料の還付で、５０万円の減額でございます。 

 以上で、議案第３２号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第３３号及び議案第３４号について、続けて詳細説明を求め

ます。水道課長。 

○水道課長（佐藤 正秋君）  水道課長でございます。 

 議案第３３号について、詳細説明を申し上げます。 

 議案第３３号、令和元年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）、令和元年度由布

市の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,０６２万８,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を、歳入歳出それぞれ５億４,９９６万８,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条、地方債の変更は、第２表地方債補正による。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 次に、歳入歳出の主な内容につきまして、事項別明細書にて御説明をさせていただきます。 

 まず、７ページ、８ページをお開きください。歳入でございます。２款１項１目水道使用料の

減額補正につきましては、現年度分の減額で実績と見込みによるものでございます。 

 ５款１項１目一般会計繰入金の減額補正につきましては、起債償還の利息の確定によるもので

ございます。５款２項１目基金繰入金の２,９８０万７,０００円の増額補正につきましては、簡

易水道事業統合によりまして、基金の廃止によるものでございます。 

 ８款１項１目簡易水道事業債の減額補正につきましては、各工事の入札減等による事業費の減

によるものでございます。 

 次に、９ページ、１０ページをお開きください。歳出でございます。１款１項１目総務管理費、

備品費購入費の減額補正につきましては、量水器等の購入の入札減によるものでございます。

１款１項２目維持管理費の減額補正につきましては、委託料の入札減によるものでございます。

３目建設改良費、１３節の委託料及び１５節の工事請負費の減額補正につきましては、ともに入

札減等によるものでございます。 

 次に、１１ページ、１２ページをお開きください。中段になります。２款１項２目の利子の減

額については、実績の支出額に準じたものとなっております。 

 ３款１項１目予備費の増額補正におきましては、簡易水道事業統合により、基金等を予備費に

予算措置を行うものでございます。 

 １５ページには地方債の調書でございます。御一読をお願いいたします。 

 以上で、議案第３３号についての詳細説明を終わります。 
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 次に、議案第３４号、令和元年度由布市水道事業会計補正予算（第３号）。 

 第１条、令和元年度由布市水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第２条、令和元年度由布市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、

次のとおり補正する。 

 款の科目と補正予定額、計のみを申し上げます。 

 収入、第１款水道事業収益、補正予定額４万９,０００円、計５億９,１６２万１,０００円、

支出、第２款水道事業費用、補正予定額マイナスの６３０万９,０００円、計５億９,０８６万

３,０００円。 

 第３条、予算第４条括弧書き中、「不足する額２億１０３万９,０００円」を、「不足する額

１億９,８６１万４,０００円」に、「過年度分損益勘定留保資金２億１０３万９,０００円」を

「過年度分損益勘定留保資金１億９,８６１万４,０００円」に改め、資本的収入及び支出の予定

額を次のとおり補正する。 

 ２ページをお開きください。収入、第３款資本的収入、補正予定額マイナスの３８６万

２,０００円、計８,２６６万５,０００円、支出、第４款資本的支出、補正予定額マイナスの

６２８万７,０００円、計２億８,１２７万９,０００円。 

 第４条、予算第６条中、起債の目的、水道施設ポンプ設備更新工事、限度額「１,２３０万

円」を「８４０万円」に、挾間地域の配水管の更新工事「３,１５０万円」を「２,７６０万円」

に改める。 

 第５条、予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。第１号、職員給与費、補正予定

額マイナスの５９万５,０００円、計３,９５２万９,０００円。 

 第６条、予算第１０条中「４,５７６万７,０００円」を「４,５１４万２,０００円」に改める。

第１号、上水道事業１,０８９万２,０００円。令和２年２月２６日提出、由布市長。 

 詳細につきましては、補正予算明細書にて御説明をいたします。 

 まず６ページをお開きください。まず収益的収入でございます。１款１項３目４節不良消火栓

の修理の一般会計補助金の減額補正につきましては、実績によるものでございます。 

 ２款２目１節一般会計補助金の減額補正につきましては、児童手当補助金の減によるものでご

ざいます。 

 ７ページをごらんください。収益的支出でございます。２款１項１目原水及び浄水費の減額補

正につきましては、挾間浄水場の活性炭の入れかえ委託業務の入札減が主なものとなっておりま

す。４目総係費の減額補正につきましては、手当等の減によるものでございます。 

 ２款２項３目消費税の増額補正につきましては、実績及び今後の見込みによるものでございま

す。 
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 次に、８ページをお開きください。資本的収入になります。３款１項１目企業債の減額補正に

つきましては、入札減等による事業費の減額によるものでございます。２項１目工事負担金の増

額補正につきましては、市道筒口線道路改良工事に伴う水道管移設工事分の負担金によるもので

ございます。３項１目消火栓建設受託金の減額補正につきましては、建設実績によるものでござ

います。 

 下段をごらんください。資本的支出でございます。４款１項１目上水道施設費の減額補正につ

きましては、委託料、工事請負費の入札減によるものでございます。 

 ９ページには、地方債の調書で、１０ページには職員給与費の明細書がございます。それぞれ

内容を御一読をいただきたいというふうに思います。 

 以上で詳細説明を終わらせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 人已君）  各議案の詳細説明が終わりました。 

 なお、議案第３５号から議案第４０号までの予算６件については、この後の予算特別委員会の

中で詳細説明を求めます。 

 お諮りします。先ほど上程しました諮問第１号及び議案第１号について、会議規則第３７条第

３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに全員による審議にしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略し、直ちに全員による

審議とすることに決定いたしました。 

 では、諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題として、質疑

を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより諮問第１号を採決します。本案は原案のとおり適任と答申することに賛成の方の起立

を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり適任と答申することに決定

しました。 

 次に、議案第１号、監査委員の選任についてを議題としますが、ここで地方自治法第１７７条
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の規定により、除斥の対象となります大塚裕生君の退場を求めます。 

〔代表監査委員 大塚 裕生君 退場〕 

○議長（佐藤 人已君）  それでは、議案第１号、監査委員の選任についてを議題として質疑を行

います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１号を採決します。本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 ここで、大塚裕生君の入場を許します。事務局、連絡をお願いします。 

〔代表監査委員 大塚 裕生君 入場〕 

○議長（佐藤 人已君）  ただいま監査委員の選任につきましては、同意されましたのでお知らせ

をします。 

 ここで、大塚裕生君より御挨拶をお願いします。 

○代表監査委員（大塚 裕生君）  皆さん、こんにちは。このたびは、監査委員の選任に御同意を

いただき、まことにありがとうございます。私にとりましては、身に余る思いで大変恐縮いたし

ておるところでございます。改めて責任の重さを痛感しているところでございます。監査委員と

して重責を果たせますよう全身全霊で取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 甚だ簡単ではございますが、お礼の言葉とさせていただきます。今後ともよろしくお願いいた

します。 

○議長（佐藤 人已君）  ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 人已君）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回の本会議は、２月２８日午前１０時から一般質問を行います。 

 なお、一般質問通告書追加分の提出締め切りは、あすの正午まで、当初予算を除く質疑の発言

通告書の提出締め切りは、３月３日の正午までとなっていますので、厳守をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会します。御苦労さまでした。 
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午後１時44分散会 

────────────────────────────── 

 


